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　学校教育では、変化の激しいこれからの社会を生きる子どものために、確かな学力、豊かな心、健やか

な体など、知・徳・体をバランスよく育てることが大切である。

　教育基本法の改正及び学校教育法の改正で、教育の目的及び目標が明確に示された。

　宮古島市の学校教育においては、関係法令はもとより、沖縄県教育施策を踏まえるとともに、宮古教育

事務所の管内教育行政の努力事項及び宮古島市総合計画並びに平成２７年度施政方針との整合性を図りな

がら、宮古島市教育ビジョンに沿った教育行政全般にわたる進展が図られるよう努める。

１　学校教育の振興

幼稚園教育の推進      (12)

学力向上の推進 （13）生徒指導の充実

学校経営の充実と「開かれた学校づくり」の推進（14）国際理解・外国語教育の推進

学習指導方法の工夫・改善・充実 （15）特別支援教育の充実

道徳教育の充実 （16）情報教育の推進

たくましい心と体を育む教育の推進 （17）環境教育の充実

食育の推進 （18）へき地教育の充実

キャリア教育の充実 （19）教育課程の効果的な推進

特別活動の充実　 （20）学校図書館の活用及び読書指導の充実

総合的な学習の時間の充実 （21）家庭教育の充実

人権教育の充実 

ストコン in Miyako

学推担当者研修会

ＡＬＴの活用 文部科学省教科調査官等招聘事業

１節　宮古島市の学校教育

選手派遣費補助

コンクール派遣補助養護教諭研修会

事務職員研修会 特別支援教育支援者配置

ホームステイ

幼稚園補助派遣

要保護・準要保護

１０年研

コンピュータ設置

幼稚園教諭研修会

琉大との連携による研修会体力テスト・泳力調査 特別支援教育支援員

図書館司書研修会

教育課程

総合的な学習の時間補助

全国学力・学習状況調査

校長研修会

学校評議員

県教育庁学校支援訪問

特別支援教育研修会

宮古島市教育ビジョン

学校支援訪問

初任者研修会

ＳＳＷ配置事業

まてぃだ教室

教頭研修会

生徒指導主任研修会

教育相談室

主な事業

生徒指導

生徒指導に係る学校訪問

i-チェック(生活実態調査)

関連法規
県の教育目標

県の教育施策
教育事務所施策

教育の日

宮古島市の子ども像

生活実態調査

　宮古の自然や文化に誇りを持ち　国際化
時代をたくましく生きる　創造性に溢れた
明るい子

宮古島市教育の目標（基本理念）

　郷土の自然と文化に誇りを持ち、心豊か
で創造性・社会性・国際性に富む人材の育
成と生涯学習の振興

学力向上

学力向上推進委員会

学対補助金

学力向上推進ヒアリング研究指定校訪問

校務支援システム

県学力到達度調査

標準学力調査

学校評価

教育相談員等連絡会

問題行動等学習支援者

読書量調査

平和教育の充実

宮古島市総合計画
施政方針

就学・家庭支援

就学指導委員会

修学旅行補助

教職員研修

施　策　項　目　　

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）
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２　施策

　　 【施策及び研修事業等】

　　　になる。

　　　①幼稚園教育の充実

　　　　ア　幼稚園教諭の資質向上を図るため、幼稚園教諭研修会の充実を図る。

　　　　イ　研修をとおして特別支援教育に対する理解を深めるとともに 、特別支援教育に係る校内委

　　　　ア　特色ある教育課程の編成等、各幼稚園や地域の実態に合わせた教育を推進する。

　（１）幼稚園教育の推進

　　　　幼児期は、心情、意欲、態度、基本的な生活習慣など、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる

　　　極めて重要な時期であり、幼児は、生活や遊びといった直接的・具体的な体験を通して、情緒的・

　　　知的な発達、あるいは社会性を涵養し、人間として、社会の一員としてよりよく生きるための基礎

　　　を獲得する。

　　　　イ　幼稚園における学校評価を充実させ、その結果を保護者や地域の人々に積極的に公表し、点

　　　②各幼稚園の特色ある教育の推進

　　　　　員会を設置するなど、幼稚園における特別支援教育の充実を図る。

　　　　幼稚園においては、幼稚園教育の基本が環境を通して行う教育であることを踏まえ、幼児一人一

　　　人の発達の特性を生かした幼稚園教育の改善・充実を図ることが重要になる。

　　　　そのため、園や地域の特色を生かした指導方法や指導体制の工夫を行うとともに、学校評価を生

　　　かして改善・充実を進める必要がある。また、教職員の特別支援教育への理解を深め、障害のある

　　　幼児のニーズに応じた適切な対応について必要な支援を図るための研修の充実を図ることが重要に

　　　幼稚園教諭研修会　　教育課程編成書の作成　　教育計画の作成　

　　　特別支援教育コーディネーター研修会　　幼稚園補助職員派遣事業

　　　就園奨励補助事業　　　　　　

　　　　　検と改善を繰り返すことにより、特色ある教育を推進する。

　　　③幼稚園を活用した子育て支援の推進

　　　活習慣の形成を基盤として、幼・小・中の各学年で身に付けるべき内容の確実な定着のために、連

　　　携の充実やマネジメントサイクルの確立などを通して具体的で実効性のある学力向上推進の充実を

　　　図る。

　　　①確かな学力などの生きる力を育む取組の充実

　　　　ア　確かな学力の向上を図るために、学習を支える力の育成を基盤として「学年のたすき」をつ

　　　　　なぐ取組、「学びのみやこ」や「わかる授業」を推進する。

　　　　イ　豊かな心の育成を図るために、幼稚園においては交流教育などや主体的な遊びを促す取組を

　　　　　展開し、学校においては人とのかかわりなどを生かした授業展開や体験活動、学年に応じた

　　　　　キャリア教育の充実を図る。

　　　　ウ　健やかな体の育成を図るために、幼稚園においては手洗いや排泄など生活リズムを確立する

　　　　　取組を展開し、学校においては健康診断や新体力テストなどの実態を踏まえた具体的で日常的

　　　　　な取組の充実を図る。

　　　　ア　幼児の社会性や豊かな人間性を育むため、地域の人材を積極的に活用する。

　　　④保育所や小学校との連携の推進

　　　　ア　幼稚園と小学校での合同研修会や行事等を通して幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続の在

　　　　　り方を工夫する。

　　　　イ　幼稚園と保育所で子どもたちの交流会や合同研修会を通した幼保連携の充実を図る。

　（２）学力向上の推進

　　　　幼児・児童・生徒一人一人に確かな学力などの「生きる力」を育むことを目指して、基本的な生

15



　　　　宮古島市学力向上推進委員会　　宮古島市学力向上推進要項の作成

　　　　全国学力・学習状況調査、学力到達度調査の全体的な分析結果の公表　　

　　　　学力向上推進ヒヤリングの実施　　標準学力検査の実施　 学力向上推進担当者会の開催

　　　　全国学力・学習状況調査の実施　　沖縄県学力到達度調査の実施

　　　　文部科学省教科調査官等招聘事業　検定料補助金事業(40%)

　　　　朝の読書活動の充実　　「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進

　　　　宮古島市研究指定校（南小学校・城辺中学校・下地中学校）

　（３）学校経営の充実と「開かれた学校づくり」の推進

　　　　学校経営においては校長のリーダーシップの下、全職員がその職責を十分に認識し、学校・保護

　　　者・地域社会が緊密な連携を図り、地域に根ざし、地域に開かれた学校づくりを推進する。

　　　　そのために、日常的な情報の発信や児童生徒や保護者、地域の人々からの意見や要望等を学校改

　　　善に生かす等、家庭や地域社会と連携した学校運営に努める。

　　　①創意ある教育課程の編成及び特色ある教育活動の展開

　　　　ア　校内外の研修の機会を捉え、学習指導要領、教育課程編成要領の理解を深め、新学習指導要

　　　　　領への移行を確実に行う。

　　　　イ　地域、学校や幼児児童生徒の実態を把握し、ＲＶＰＤＣＡのマネジメントサイクルに基づい

　　　　　た特色ある教育活動を展開するように努める。

　　　②全職員参画による学校経営の充実

　　　　ア  校内研修等を通して「学校評価ガイドライン〔改訂〕」や「開かれた学校づくり指針」等を

　　　　　活用し、学校評価や開かれた学校づくりに対する全職員の共通理解を図る。

　　　　イ　校長の経営方針の下に一人一人の教師の専門性を生かし、組織的、一体的、継続的な教育活

　　　　動の体制づくりと展開に努める。

　　　③学校の自主性・自律性の確立

　　　　ア　学校評議員等の活用に努め、保護者や地域の人々の学校運営への参画を推進する。

　　　　イ　自己評価や学校関係者評価を行うとともに、その結果について保護者や地域の人々へ説明・

　　　　　公表するなど、「学校評価ガイドライン〔改訂〕」等を活用して、学校評価システムの確立に

　　　　　努める。

　　　　ウ　各学校が行った自己評価や学校関係者評価の結果を設置者に報告し、必要な支援等を仰ぐよ

　　 　【施策及び研修事業等】

　　　　ア　幼稚園においては生きる力の基礎を育成するために、計画的な環境構成に努め、幼児の主体

　　　　　的な遊びを促し、幼児期にふさわしい生活をとおして知的好奇心の芽生えを育む取組を展開し、

　　　　　家庭・地域と連携した学力向上の取組を推進する。

　　　　イ　学校においては確かな学力などの定着を中核とする取組を図り、達成目標の実現状況を学年

　　　　　ごとに評価し、その成果や課題を学年間で引き継ぎ、保護者や地域に公表し、連携した学力向

　　　　ア　１日の生活リズムを確立するために、園・学校・家庭・地域が連携した具体的で日常的な取

　　　　　組の充実を図る。

　　　　イ　規範意識やマナーの育成を図るために、園・学校の一日の生活の中で実態を踏まえた具体的

　　　　　な実践の充実の取組を図る。

　　　③推進体制の確立

　　　②基本的な生活習慣の形成を図る取組の充実

　　　　　上の取組を推進する。

　　　　ウ　家庭や地域においては「心のみやこ」の育成、早寝・早起き・朝ごはんの推進等を図り幼児

　　　　　児童生徒の健やかな成長をめざした学力向上の取組を推進する。

　　　　エ　宮古島市学力向上推進委員会の活性化を図り、宮古教育事務所と連携し、市の特色を生かし

　　　　　た学力向上の取組を推進する。
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　　　　　うに努める。

　　　　エ　各学校が教育活動等の成果を検証し、必要な改善を行い、児童生徒がより良い教育活動等を

　　　　　享受できるよう、教育の水準の維持・向上に努める。

　　　④開かれた学校づくりの取組の充実

　　　　ア　開かれた学校づくりの充実を図るために、児童生徒や保護者・地域の意見等も参考に、学校

　　　　　の取組など、公表する内容・方法等について整理を行う。

　　　　イ　教育活動その他の学校運営の状況等について、「教育の日」の取組みやホームページ及び

　　　　　リーフレット、学校便り等により、保護者や地域の人々へ積極的に情報を提供する。

　　　　ウ　地域人材の意図的・計画的な活用を図るとともに、余裕教室等をＰＴＡ活動や地域コミュニ

　　　　　ティーの場として活用するなど、施設・設備の一層の開放に努める。

　　　　エ　学校・家庭・地域社会が連携・協力した学校行事等の取組の充実に努める。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　学校支援訪問の実施　　主事要請訪問の実施　　校長・教頭・教諭研修会の開催

　　　　　「教育の日」の充実　　　学校評議員の設置推進　　　学校評価の充実

　　　　　学校ホームページ更新の推進　　校務支援システムの効果的活用

　　　①指導体制の改善・充実

　　　　学校においては、児童生徒一人一人の実態等を十分把握し、個に応じた指導体制や指導方法評価

　　　方法の工夫・改善を図るなど、沖縄型授業づくりを指針として全校体制による「わかる授業」の構　　

　　　築に努める必要がある。　　　

　　　　ウ　授業改善の支援に当たっては、校長，副校長及び教頭が授業に参加したり、助言を行ったり

　　　　　することや、教科指導に優れた教師、経験豊かな教師が他の学級に協力するなど、様々な工夫

　　　　　を行う。

　　　　エ　指導の効果を高めるため、外部の専門家等の地域教育資源を活用し、授業への参加・協力を

　　　　　修システムを構築する。

　　　　イ 　校内研究の充実を図るため、指導案の作成や授業研究等を学年会、教科部会及び学校全体

　　　　　で行い、日常的に授業づくり等について広く意見交換を行うなど、より効果的な指導が行える

　　　　ア　「わかる授業」を構築するためには、教師一人一人の教材理解と児童生徒の実態に応じた効

　　　　　果的な指導方法について日常的な研修が必要となる。そのためには、教師が主体的に研究や研

　　　　　修に参画し、授業力の向上を図るとともに、研修成果の共有化と、波及させることができる研

　　　　　体制を構築する。

　　　　　連動させた宿題の与え方等を工夫するなど、児童生徒の主体的な態度を育成する。

　　　　エ　児童生徒の思考力、判断力、表現力等を育む観点から、言語に関する能力の育成を図る上で

　　　　　必要な「言語活動の充実」を各教科等で取り入れる。

　（４）学習指導方法の工夫・改善・充実

　　　　　得るなどの工夫を行う。

　　　②指導方法の改善・充実

　　　　　指導と評価の一体化（指導→評価→指導）による授業改善に取り組む。

　　　　オ　予想や見通しを立てたり、実際に確かめたり、比較・分類したり、考察したりするなどの問

　　　　　題解決的な学習や、表現したり、活動を振り返ったりするなどの活動を工夫する。

　　　③指導と評価の一体化

　　　　ア　観点別評価規準を明確にした上で、評価方法や評価時期を工夫した単元指導計画を作成し、

　　　　ア　キャリア教育の視点を踏まえて、学校、家庭、社会との連携を円滑にし、夢や希望を持たせ

　　　　　る取組を行い、幼児児童生徒に「学ぶ意義」を実感させる。また、「なりたい自分」を広げる

　　　　　授業をつくり、主体的に学習に取り組む態度の育成を図る。

　　　　イ　沖縄型授業づくりを指針として、日頃の授業を見直し、授業改善を図る。

　　　　ウ　児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、活用する力を育成するために，授業と
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　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　文部科学省教科調査官等招聘事業　　　　学校人材バンク設置推進

　　　　

　（５）道徳教育の充実

　　　　児童生徒一人一人が豊かな心を育み、自らの人生をよりよく生きていけるようにするためには、

　　　　このため、学校においては、児童生徒の発達段階に応じて、道徳的な心情や判断力、実践意欲と

　　　態度などの道徳性を培う道徳教育を、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて計画的・

　　　発展的に指導するとともに、全体にわたって調和的に補充、深化、統合することが必要である。

　　　　イ　「わかる授業」の構築による「確かな学力」の向上の推進

　　　　　評価を適切に取り入れる。

　　　　ウ　学習評価について理解を図るため、保護者や児童生徒に向けて、年度や学期の始め等に説明

　　　　　する機会を設ける。

　　　④学力向上主要施策「夢・にぬふぁ星プランⅢ」の推進

　　　規範意識及び公共の精神、健康・安全、規則正しい生活などの基本的な生活習慣を育むとともに、

　　　伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する態度を培うことが重要である。

　　　①学校の教育活動全体を通じた道徳教育の実践

　　　　ア　キャリア教育の視点を踏まえた「確かな学力」の向上の推進

　　　　　客観的な評価に努めるとともに、児童生徒の進歩の状況を認め・励ます等の自己評価・個人内

　　　　ウ　学力向上マネジメントによる「目標管理型評価システム」の推進

　　　　イ　目標に準拠した評価及び個人内評価を充実させるため、評価資料や評価場面を適切に設定し、

　　　　ウ　各教科等で、それぞれの特性に応じた道徳の内容を適切に指導するとともに、学習が児童生

　　　　エ　児童生徒が体験活動等で得た思いや考えを道徳の時間で生かしたり、先人の伝記、伝統と文

　　　　　化、スポーツなどの教材を活用したりすることで、心に響く道徳教育の充実に努める。

        　※Web版「読み物資料集」（文科省）の活用を図る。

　　　　　　を活用し、人とのかかわりや郷土への愛着を高める指導の充実に努める。

        　※「道徳教育用郷土資料（守礼）」や「道徳実践活動学習教材」等、郷土に関わる適切な資料

　　　②道徳の時間の指導の充実

　　　　ア　各学年の道徳の時間の「年間指導計画」、及び「３４・３５週分の指導略案」を作成する。

　　　　イ　年間指導計画、指導略案、資料等について、学年の協働体制による定期的な検討及び評価の

　　　　　せる指導を展開する。

　　　　エ　児童生徒が身につける道徳の内容を表した「私たちの道徳」（文部科学省）を教育活動の様

　　　自他の生命を尊重する心を基盤に、美しいものに感動するなどの豊かな情操、善悪の判断などの

　　　　　徒の生き方に直接関わっていることを実感させるなど、共に学ぶ楽しさや自己の成長に気付か

　　　　　々な場面で活用する。

　　　　ア　校長の方針の下、道徳教育推進教を中心とし、全教師による指導体制を整え、学校や地域の

　　　　　実態に応じた有効で具体性のある全体計画、年間指導計画（別葉を含む）を作成し、それに基

　　　　　づいた実践を全校体制で推進する。

　　　　イ　学校の重点目標に、生命を尊重する心や態度の育成を位置付けるとともに、発達の段階に応

　　　　　じた指導内容の重点化を図り、一層効果的な指導に努める。

　　　③家庭・地域社会との緊密な連携の推進

　　　　　場を設定する。

　　　　オ　家庭や地域の方々をゲストティーチャーとして活用することで，開かれた道徳教育の充実に

　　　　　努める。

　　　　カ　教員の資質・力量を高めるため，授業力を向上させる研究会を実施する。

　　　　ウ　道徳の内容項目を児童生徒自らの課題としてとらえさせる。

　　　　ア　豊かな体験活動を一層活発に展開するため、家庭や地域の方々の参加・協力を得る。

　　　　イ　教師及び保護者の道徳教育に対する意識の高揚を図るため、道徳の授業を保護者や地域に公
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　（６）たくましい心と体を育む教育の推進

　健康に関する指導については、生涯を通じて自らの健康をコントロールし、保持増進していく資

質や能力を育成するため、保健、安全及び食に関する指導を教育活動全体を通じて行う必要があ

る。

　また、体育・スポーツ活動に関する指導については、心と体を一体としてとらえ、積極的に運動

に親しむ資質や能力を育てるとともに、豊かなスポーツライフの基礎を培う観点に立ち、基礎的な

体力の向上を図る必要がある。

　　　①学校・地域社会と連携した健康教育の充実

　　　　ア  児童生徒の健康課題を解決するために、保健主事を中核として、学校医、学校歯科医、学校

　　　　　薬剤師、保護者及び専門機関との十分な連携のもと、学校保健委員会を年３回（計画立案、中

　　　　　間評価、まとめ）開催し、組織的・計画的に取り組む。

　   　 イ　喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育や性（エイズ）教育においては、児童生徒の発達の段階や学

　　　　　校、地域社会の実態を考慮し、学校教育活動全体を通した特設授業や関連教科等における指導

　　　　　の工夫・改善を図る。

　    　ウ  心身の健康をコントロールできる児童生徒を育成するために、保健室の機能を充実させると

　　　　　ともに、学校教育活動全体を通した健康教育の工夫・改善を図る。また、健康な生活習慣を形

　　　　　成するため、担任や養護教諭、学校医等が連携を図り、家庭・地域社会と一体となった支援体

　　　　　制の充実にむけた取組を行う。

　　　　エ  安全教育においては、学校安全計画に基づき、日常的、定期的な安全点検の実施や「防災避

　　　　　難訓練」「防犯訓練」「交通安全教室」等の参加・体験・実践型教育の工夫・改善に努める。

　    　オ  食に関する指導を年間計画に位置付け、栄養教諭や学校栄養職員等を積極的に活用し、家庭

　　　　　や地域社会との連携を図りながら、給食時間や学級活動、関連教科等において、望ましい食習

　　　　　慣を形成するよう指導の工夫・改善を図る等、学校における食育推進体制の整備・充実に努め

　　　　　る。

　　　②体育・スポーツ活動の指導の充実

　    　ア  教科体育、特別活動、体育的行事のねらいの一貫性を図るとともに、地域や学校、児童生徒

　　　　　の実態に応じ、卒業までを見通した体力向上年間指導計画を作成する。

　   　 イ  個を伸ばすため、「めあて学習」や「選択制授業」の拡充を図るとともに、ティームティー

　　　　　チングによる指導や学習形態の工夫・改善並びに目標に準拠した評価の工夫・改善に努める。

　    　ウ  本県の伝統文化である空手道、郷土の踊り等を、教科体育や学校行事等に積極的に取り入れ

　　　　　るとともに、外部指導者の活用に努める。

　    　エ  保健分野においては、児童生徒が健康・安全に関する理解を深めるため、「個に応じた指導」

　　　　　の充実を図るとともに、「課題解決的な学習」、「実習を取り入れた学習」の充実に努める。

　    　オ  校内体力向上推進委員会等を設置して、新体力テスト及び泳力調査を計画的に実施・分析し、

　　　　　各学校や個に応じた数値目標や体力的課題等を明確にして、学校の教育活動全体を通じて体力

　　　　　・泳力の向上に努める。

　    　カ  運動部活動においては、加入率を高めたり、外部指導者を積極的に活用したりすることで活

　　　　　性化を図るとともに、週１日程度の休養日等を設定するなど、運動部活動の適正化を推進する。

　　　【施策及び研修事業等】

　　　　各種競技会への選手派遣費の補助　　　新体力テスト・泳力調査の実施

　　　　養護教諭研修会　　　小体連・中体連への補助

　（７）食育の推進

　　　　食は人間が生きていく上での基本的な営みの一つであり、健康的な生活を送るためには健全な食

　　　　　開する。

　　　　ウ　地域と学校・家庭とを結ぶあいさつや声かけ等、地域ぐるみの「凡事徹底」を推進する。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　ボランティア活動の促進　　　私たちの道徳の活用促進
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　　　生活は欠かせないものである。

　　　　しかし、近年の子どもの食生活を取り巻く社会環境の変化などに伴い、食生活の乱れ、肥満や過

　　　度の痩身など、生活習慣病と食生活の関係も指摘され、望ましい食習慣の形成に係る指導の充実が

　　　求められている。特に成長期にある幼児児童生徒にとって、健全な食生活は健康な心身を育むため

　　　に欠かせないものであると同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすものであり、きわめ

　　　て重要である。

　　　　このことを踏まえ、各学校においては、学校教育活動全体を通した食育の推進に努め、家庭や地

　　　域関係機関と連携し、児童生徒に様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を

　　　習得させ、健全な食生活を実践することができる能力を育成していくことが必要である。

　　　①学校における食育推進体制の確立及び充実

　　　　ア　食育担当や栄養教諭等を中心に、学校の食に関する指導の全体計画及び発達段階に応じた各

　　　　　学年毎の食に関する指導の年間計画等を作成する。

　　　　イ　児童生徒の発達段階に応じ、栄養や食事の取り方等について、正しい知識を習得させ、自ら

　　　　　判断し、実践していく力を身につけさせるよう食に関する指導の工夫を図るとともに、農漁業

　　　　　体験等、食に関する豊かな体験活動の充実に努める。

　　　　ウ　学級担任等と栄養教諭、食育担当者等とのＴＴ授業等により、学校給食を生きた教材として

　　　　　活用しつつ、給食の時間をはじめとする関連教科等における食に関する指導の充実を図る。

　　　　エ　学校給食等を活用した栄養指導等、個別の相談指導について、学校教育活動全体で推進する

　　　　　とともに、学校における食育推進の評価指標（朝食欠食率、給食残食率、地場産物活用率、児

　　　　　童生徒の肥満率等）を設定し、その改善を図る。

　　　　オ　健康な食習慣を形成するため、宮古教育事務所が提唱する「心のみやこ～７つの習慣～」や

　　　　　「早寝・早起き・朝ごはん」の推進等、担任や養護教諭、学校医等が連携を図り、家庭・地域

　　　　　社会と一体となった支援体制の充実にむけた取り組みを行う。

　　　②学校給食の充実

　　　　ア　栄養教諭や学校給食調理場との連携を通して、安全・安心でおいしい学校給食に地域の地場

　　　　　物の活用を促進したり、地域の行事食を提供するなど、学校給食の充実に努める。

　　　③家庭・地域・関係機関との連携

　　　　ア　家庭等における望ましい食習慣を確立するため、「日本型食生活」の実践について啓発する

　　　　　とともに、学校給食関係機関と連携し、食品の安全、栄養の摂取等、様々な機会を通じて食に

　　　　　関する情報の把握及び発信に努める。

　　　　イ　家庭や地域における児童生徒の基本的生活習慣に係る課題などについて共通理解を図り、課

　　　　　題解決に向けた取組につとめる。

　　　　ウ　「食事バランスガイド」の活用に努めるなど、宮古島市食育推進計画と連携した指導に努め

　　　　　る。

　（８）キャリア教育の充実

　　　　児童生徒に夢や希望をはぐくみ、時代の変化に力強くかつ柔軟に対応し、主体的に人生を生きる

　　　ことができる自立した社会人・職業人の育成を図ることが求められている。

　　　　このため、学校においては、児童生徒の発達の段階に応じたキャリア教育を推進し、望ましい勤

　　　労観・職業観の育成に努める必要がある。

　　　①キャリア教育の理解、校内体制等の確立

　 　 　ア　キャリア教育に係る「校内委員会」を設置するとともに、キャリア教育担当者を校務分掌に

　　　　　位置付け、校内の推進体制の確立を図る。また、「キャリア教育全体構想図」及び児童生徒の

　　　　　発達の段階に応じた「キャリア教育プログラム」を作成し実践する。

　　　　イ　キャリア教育の共通理解、取組の充実を図る校内研修等を推進する。

 　 　　ウ　キャリア教育で児童生徒に身に付けさせたい「基礎的・凡庸的能力」を構成する４つの能力

　　　　　（人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニ

　　　　　ング能力）の視点を踏まえた、各教科等の年間指導計画の作成を推進する。
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　　　　エ　授業のねらいの達成に向けた指導効果を高めるため、キャリア教育の視点に基づく地域教育

　　　　　資源を活用した授業づくりを推進する。

　　　②進路指導の充実

　　　　ア　「進路指導はキャリア教育の中核をなすものである」ことを踏まえ、生徒が自らの生き方を

　　　　　考え、主体的に進路を選択することができる力の育成を目指した計画的、継続的な進路指導を

　　　　　工夫する。

　　　　イ　各学校は、卒業生や保護者、地域人材等を活用して、中・高の学校生活や学校と将来の職業

　　　　　とのつながりについての進路学習会等を推進する。

　　　　ウ　各家庭へ進路情報や進路資料を提供し、子どもの将来についての話題づくりができるよう働

　　　　　きかけていく。

  　　　エ　相談活動の拠点となる進路相談室を整備し、ガイダンスの機能を生かした進路指導の工夫を

　　　　　行う。

　　　　オ　情報・進路資料等を提供する。

　　　③職場見学、職場体験等の充実

　　　　ア　職場体験活動は、体験を重視した教育の改善・充実を図る取組の一環としての役割を担うも

　　　　　のであり、日々の学習活動と社会とを関連づけた活動を推進する。

　　　　イ　小学校においては、保護者等の職場で、仕事の多様さや人と人とのつながり、身近な大人へ

　　　　　の理解及び夢や希望を育む機会として職場見学を実施する。

　  　　ウ　中学校においては、地域の職場において、コミュニケーションと人間関係の大切さの理解、

　　　　　仕事を通した生きがいや責任感、自己有用感の育成、日常の学習と社会生活との結びつきを考

　　　　　えるなどの望ましい勤労観・職業観の育成を図るため、５日程度の職場体験を実施する。

　 　 　エ　職場体験の実施に当たっては、当該市町村教育委員会が設置する支援委員会等を通して、受

　　　　　入事業所等の確保に努め、近隣校や地域、家庭とも連携し、安全で円滑に実施する。

　　　　オ　職場体験活動の事前指導では、児童生徒がその意義や狙いを十分に理解し、自分なりの目標

　　　　　をもって臨むことができるよう指導する。事後指導では、体験から学んだことをまとめ、その

　　　　　後の学習の充実につながるよう指導する。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　職場見学・職場体験学習の促進

　　　　　学校見学・体験入学の促進　

　（９）特別活動の充実

　　　　社会の一員として成長していくためには、児童生徒一人一人が充実した学校生活を送り、学級や

　　　学年での集団活動を通してよりよい生活を築こうとする自主的・実践的な態度を育むとともに、個

　　　性の伸長に努めることが重要である。

　　　　このため、学校においては、児童生徒が集団の一員としての自覚を深め、自己を生かせるように

　　　学級や学年集団の中での望ましい人間関係の育成に努めることが大切である。

　　　①指導計画の充実と指導体制の確立

　　　　ア　特別活動の目標を明確にするとともに、具体的かつ実践可能な全体計画を作成し、計画的に

　　　　　指導する。

　    イ　年間指導計画の作成に当たっては、各教科等との関連を図るとともに、児童生徒の自主的・実

　　　　践的な活動が助長されるようにする。

　    ウ　特別活動についての校内研修を実施するとともに、全職員の共通理解、協力体制のもとで計画、

　　　　実施、評価を通して指導する。

　　②特別活動の内容の重点化と指導の充実

　　　ア　学校や児童生徒の実態に応じて指導内容の重点化を図り、教師の適切な指導のもとに、児童生

　　　　徒が、現在及び将来の生き方を考えることができるように工夫する。

　　　イ　話し合い活動の充実を図り、学級活動を通して自主的に問題を解決したり、健全な生活態度を

　　　　確立したりする。
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　    ウ　係活動や当番活動、児童会・生徒会活動等を通して、児童生徒と教師、児童生徒相互の望まし

　　　　い人間関係を構築する。

　    エ　幼児、高齢者、障害のある人々との交流や社会体験・自然体験、ボランティア活動等、社会奉

　　　　仕の精神を養う活動などの豊かな体験活動を実施する。

　    オ　学校や地域の特性及び児童生徒の発達の段階に応じて、行事内容の重点化及び精選を行う。

　    カ　学校生活への適応や人間関係の形成及び進路の選択などの指導に当たっては、ガイダンスの機

　　　　能を充実させ、定期的な教育相談を実施する。

　    キ　小学校においては、クラブ活動の意義を踏まえ、適切な授業時数を充て、異年齢集団のよさを

　　　　生かした、自主的な活動を実施する。

　　　ク　戦後７０周年を迎え、その意義等を踏まえた学習の場を学校行事に位置づけ、平和教育と関連

　　　　した取組を行う。

　　③家庭や地域社会との連携の充実

　    ア  児童生徒が、自然や文化との触れ合いや地域の人々との幅広い交流などができるよう、社会教

　　　　育施設や文化芸術団体等の活用などを工夫するとともに、家庭や地域社会と連携する。

　　④国旗・国歌の指導の充実

　　　ア  日本人としての自覚を養い、国と郷土を愛する心を育てるとともに、児童生徒が将来国際社会

　　　　において信頼される日本人として成長していくことができるよう、国旗・国歌の指導を行う。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　各種コンクール等への派遣費補助　　　修学旅行・体験学習等への補助

　（10）総合的な学習の時間の充実

　　　　総合的な学習の時間は、地域や学校の実態等に応じて、児童生徒に、自ら学び自ら考える力や学

　　　び方、調べ方を身に付けさせることを目指して行うことが重要である。

　　　　このため、学校においては、児童生徒自らが課題を設けて主体的、創造的、協同的に取り組む態

　　　度を育てるとともに、自己の将来の生き方を考える学習を展開するためのカリキュラム開発を行い、

　　　それに基づいた問題の解決や探究的な学習を推進する必要がある。

　　 ①全体計画や年間指導計画等の改善・充実

　　　ア　育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画等に

　　　　ついて見直しを行い全体計画を作成する。

　　  イ　各教科、道徳、外国語活動及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や

　　　　生活において生かし、それらが総合的に働くようにするための指導計画を作成する。

　  　ウ　児童生徒の学習経験や、はぐくまれた資質・能力を生かした体験活動に問題の解決や探究活動

　　　　の過程を適切に位置付けた指導計画を作成する。

　　  エ　学年ごとの目標や学習活動を学年間で関連付けるとともに校種間での取組状況の違いと学校段

　　　　階の取組の重複を避け、内容の系列を明確にする。

　　②実施方法等の充実

　 　 ア  全職員の共通理解の下、互いの専門性や特性を発揮し合って推進する指導体制を確立する。

　 　 イ  教師の指導計画作成や運用の能力、特色ある学習活動を生み出していく構想力の向上を図るた

　　　　め校内研修を位置付け実地体験研修等を積極的に行う。

　 　 ウ　児童生徒の自発性・能動性を重視しつつ、学習活動の活性化や発展を図るための教師の適切な

　　　　指導を行い、教師の指導性と児童生徒の自発性・能動性のバランスを保ち豊かな学習活動を展開

　　　　する。

　    エ　問題の解決や探究活動の過程においては、他者と協同して問題を解決しようとする学習活動や、

　　　　言語により分析し、まとめたり表現したりするなどの学習活動を積極的に取り入れる。

　 　 オ　校外学習（調査・見学、体験等の活動）における児童生徒の安全の確保に努める。

　 　 カ　万一の事故等に備え、保険に加入する等の措置も必要である。

　　③評価の充実

　 　 ア　児童生徒の育てようとする資質や能力、態度をもとに、評価の観点や評価の規準を設定する。
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　 　 イ　児童生徒の学習状況について、育てようとする資質や能力及び態度が適切に育まれているか丁

　 　 　寧に見取り評価する。

　　  ウ　レポートなどの制作物による評価やポートフォリオによる評価など多様な評価を位置づけ、自

　　　　己評価や相互評価により自他の学びのよさに気付かせるように工夫する。

　　④保護者や地域社会の理解と協力

　 　 ア　地域の関係機関や施設を利用したり、地域の人材を活用するにあたっては、日常的なかかわり

　　　　を重視し、総合的な学習の時間の趣旨等についての理解を図るため、事前打ち合わせ等を綿密に

　　　　行う。

　　  イ　活動の状況や成果を積極的に外部に公表し、地域の人々の理解や協力を得る。

　　　【施策及び研修事業等】

　　　　総合的な学習の時間活動補助　　　

　（11）人権教育の充実

　　　　人権教育は、生命を大切にし、自他の人格を尊重し、互いの個性を認め合う共生の心や他人の痛

　　　みがわかり、気持ちが理解できるなどの他人を思いやる心、正義感や公正さを重んじる心などの豊

　　　かな人間性を育むことをめざして行うことが重要である。

　　　  このため、学校においては、人権尊重の考え方や共生の心について児童生徒に正しく身に付けさ

　　　せる指導を充実させるとともに、日常的なかかわりの中で、教職員と児童生徒間の信頼関係づくり、

　　　児童生徒相互の人間関係づくりに努めることが必要である。 

　　　①人権教育の指導体制や校内研修の充実

　　    ア　人権教育の全体計画を作成し、校内における指導体制の確立を図るとともに、人権に係る事

　　　　　項について共通認識、共通実践に努める。

　　  　イ　校内における「人権委員会」の機能化を図るとともに、人権に関する校内研修を行う。

　　 　 ウ　児童生徒、教職員が共に人権感覚を高める「人権を考える日」（月１回程度）の取組を展開

　　　　　する。

　　    エ　「いじめ」は、基本的人権に係る重大な問題であるととらえ、教職員間の日常的な情報交換

　　　　　など、全校体制による「いじめ」の未然防止と早期発見・早期解決に努める。

　　  　オ　家庭や地域との連携を深めるとともに、保護者との信頼関係のもと、「いじめ」の未然防止、

　　　　　早期発見・早期解決に努める。　　

　　　　カ　インターネット等による人権侵害等の課題について、情報モラル指導の充実に努める。

　　　②人権教育の指導の工夫・改善

　　    ア　自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の育成に努める。

　　    イ　人間尊重の視点から人権教育を推進するため、学校の教育活動全体を通じて、生命の尊重や

　　　　　法の下の平等、個人の尊重、男女平等及び相互の理解・協力についての指導の工夫・改善に努

　　　　　める。

　　　③豊かな人間性を育む教育の充実

　　 　 ア　家庭・地域社会や関係機関と連携し、ボランティア活動や社会体験活動、高齢者や障害者と

　　　　　の交流などの豊かな体験の機会の充実に努める。

　　    イ　児童生徒が意見や考えを発表する機会や場を設けるなど、児童の権利条約に基づいた活動を

　　　　　実際の生活に生かすよう努める。

　　 　 ウ　日常的な児童生徒とのかかわりの中で、虐待の早期発見に努めるとともに、関係機関と連携

　　　　　を図るなど、虐待の有無等についての把握及び適切な対応に努める。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　「人権を考える日」の設定　　　　i-checkの活用

　　　　　「法務局・児童相談所・子どもの権利擁護委員会・警察署」等との連携

　（12）平和教育の充実

　　　　平和教育は、生命の尊重や個人の尊厳を基本に、思いやりの心や寛容の心を育むとともに、我が
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　　　国と郷土を愛し、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の育成をめざして行うこと

　　　が重要である。

　　　　このため、学校においては、本県の歴史や地域の特性を考慮し、平和教育を各学校の教育計画に

　　　位置づけ、学校の教育活動全体を通して、組織的・計画的に推進する必要がある。

　　　①学校の教育活動全体を通した平和教育の推進

　　　　ア　「平和教育指導の手引き」（県教育委員会）に示されている「基本的な考え方」と「指導指

　　　　　針」を踏まえ、全職員の平和教育に対する共通理解に努める。

　　　　イ　各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容との関連を明確にしながら、

　　　　　各教科等の年間指導計画に位置づけ、平和教育を推進する。

　　　　ウ　平和教育を推進するにあたっては、心身ともに発達の過程にある児童生徒の判断力や社会的

　　　　　経験を配慮する。

　　　　エ　外部講師等に頼らない平和教育の指導力の向上を目指し、校内研修計画に平和教育を位置づ

　　　　　け、研鑽を深めるとともに、全職員による協働体制を確立し、指導の充実に努める。

　　　②指導内容や指導方法の工夫・改善

　　　　ア　世界平和と人類の幸福に貢献する立場から、生命の尊重や個人の尊厳を理解させ、思いやり

　　　　　の心、寛容の心を育てる。

　　　　イ　平和教育の指導にあたっては、児童生徒の発達段階に応じた教材を開発するとともに、体験

　　　　　的な学習や地域の人材を活用するなど、多様な指導方法の工夫・改善に努める。

　　　　ウ　『平和教育関連施設マップ』（県教育委員会）等を活用するとともに、児童生徒の安全等に

　　　　　十分配慮して、校外における体験的な学習の充実に努める。

　　　　エ　他の国の文化や生活様式、価値観を理解し尊重する態度を育てる教材を取り上げ、異なる文

　　　　　化を理解する態度の育成に努める。

　（13）生徒指導の充実

　　　　生徒指導は、一人一人の児童生徒の個性の伸長を図りながら、同時に社会的な資質や能力・態度

　　　を育成し、さらに将来において社会的に自己実現ができるような資質・態度を形成していくための

　　　指導・援助であり、個々の児童生徒の自己指導能力の育成を目指すものである。

　　　  そのために、教育活動においては、日頃から学級経営の充実を図り、教師と児童生徒の信頼関係

　　　及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに、児童生徒理解を深め、児童生徒が主体的

　　　に判断、行動し積極的に自己を活かしていくことができるよう生徒指導の充実を図ることが重要で

　　　ある。

　　　①児童生徒個々への対応の充実を図る

　　　　ア　対話と活動を重視し、ブレず、見捨てず、関わり続けることを念頭に、将来を見据えた粘り

　　　　　強いプログレッシブ・サポート（段階的指導・支援）を行う。

　　　　イ　児童生徒と教師相互の共感的人間関係を築き、児童生徒理解に努める。

　　　　ウ　自他を認め思いやり、協働し、自主性・自立性を含む自己指導能力の育成に努める。

　　　　エ　将来の夢や希望を持ち自立を目指し、発達段階に応じた指導・支援の充実に努める。

　　　②学校全体としての取組の充実を図る

　　　　ア　校長をリーダーとし、全職員の共通理解と共通実践のもと、組織的な教育活動を行う。

　　　　イ　学校生活全般はもとより授業においても、生徒指導の３機能（自己存在感を与える、共感的

　　　　　人間関係を育成する、自己決定の場を与え自己の可能性を開発する援助）を盛り込み、「わか

　　　　　る授業」の実践・充実に努める。

　　　　ウ　学級活動と連動した、児童会・生徒会活動の活性化を目指し、児童生徒同士が自立を促し、

　　　　　委員会活動や学校行事を通して自治意識の醸成に努める。

　　　　エ　事件・事故・虐待等の未然防止に向けた取組の充実に努める。

　　　　　　暴力行為やいじめ、窃盗(万引き)、喫煙・飲酒等薬物乱用、性の逸脱行為等や不登校、及び

　　　　　事故（交通事故、水難事故）等に対して、役割連携をもとに、生徒指導体制、教育相談体制を

　　　　　確立し対応する。
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　　　　　　また、臨床心理士やスクールソーシャルワーカー、問題行動等学習支援員の効果的活用、ケ

　　　　　ース会議の実施、支援チームの形成等ケースに応じた対応の充実に努める。

　　　　オ　人権教育を推進し、すべての命は尊く、有限であり、何人も自他の命を脅かしてはならない

　　　　　ことに留意した指導に努める。

　　　　カ　他と協調する人間関係の構築・維持・改善を図る能力としてのソーシャルスキルを、道徳、

　　　　　特別活動等の授業を中心とした全ての教育活動を通して向上させる。

　　　　キ　教育事務所、市教育委員会、巡回教育相談員、市教育委員会教育相談員等による学校訪問を

　　　　　通して、県生徒指導関連事業の理解を深め、その活用に努める。

　　　③家庭・地域社会、関係機関・団体との連携

　　　　ア　関係機関・団体との連絡会・協議会などの充実を図り、問題行動への対処のみならず、健全

　　　　　育成と問題行動の未然防止の視点を持ち、情報連携・行動連携を積極的に行う。

　　　　イ　市教育委員会、自治会、子ども会、社会教育関係団体等と連携し、児童生徒のよさを伸ばし、

　　　　　心の拠り所となるような「居場所づくり、活躍の場づくり」のための指導・支援体制の確立に

　　　　　努める。

　　　　ウ　中学校区内生徒指導連絡会や家庭教育支援会議等を機能化し、家庭や地域、警察、児童相談

　　　　　所関係機関・団体等との情報連携、行動連携を充実させ、暴力行為、いじめ、窃盗(万引き等）、

　　　　　インターネットや携帯電話に係る課題、児童虐待等生徒指導上の諸問題への対応の充実や児童

　　　　　生徒の健全育成に努める。

　　　　エ　スクールソーシャルワーカー活用事業の充実を図り、機動的な取組（ケース会議の開催等）

　　　　　を通して、個に応じた支援の充実に努める。

　　　　オ　幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の異校種間連携や、同校種間連携の推進に努める。

　　　　カ　家庭・地域社会と連携して、豊かな心や自己指導能力の育成を図るため「心のみやこ～７つ

　　　　　の習慣～」「早寝・早起き・朝ごはん」の取組を推進する。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　小・中生徒指導主任研修会の開催　　　生徒指導に係る学校訪問の実施

　　　　　教育相談室相談事業の推進　

　　　　　市適応指導教室（まてぃだ教室）指導教諭・指導員の配置

　　　　　問題行動等学習支援者配置事業の推進　　　関係機関・団体との連携

　　　　　生活実態調査（ｉーｃｈｅｃｋ）の実施　　　臨床心理士の活用

　　　　　スクールソーシャルワーカー配置事業の推進　　　特別支援教育支援員の充実

　（14）国際理解・外国語教育の推進

　　　　ウ　特別活動や総合的な学習の時間等において、地域の外国人との交流やＪＩＣＡ沖縄国際セン

　　　　　ターによる国際理解事業等の活用により、自国や外国の文化に対する理解を深め、異なる文化

　　　　　を持つ人々と協調して生きていく態度などを育成する。

　　　②小学校における外国語活動の充実

　　　コミュニケーシヨン能力の育成を一層充実させることが重要である。

　　　①学校の教育活動全体を通じた国際理解教育の推進

　　　　ア　各教科等の目標や内容との関連を踏まえた全体計画を作成し、学校の教育活動全体を通じて

　　　　イ　国際理解教育においては、異なる考えや意見を受け入れるなど、相手を思いやる心の育成を

　　　る楽しさを体験させるなど、中学校外国語（英語）教育との円滑な接続と学びの連続性を踏まえた

　　　　国際化の急速な進展に伴い、広い視野を持ち、異なる文化を持った人々と共に協調して生きてい

　　　く資質や能力を育成することが一層求められている。

　　　　このため、学校においては、小学校段階からの国際理解教育の充実を図り、コミュニケーション

　　　　　重視し、それらを基盤とした取組を重視する。

　　　　　国際理解教育に取り組む。

　　　の手段としての外国語（英語）に慣れ親しませ、外国語（英語）を用いてコミュニケーションを図

　　　　ア　外国語活動の授業は、学習指導要領や地域、学校および児童の実態を踏まえた年間指導計画
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　　　　オ　校内研修等を通して特別な支援を必要とする児童生徒への具体的な指導方法、指導上の留意

　　　　　全宮古中学校英語ストーリーテリングコンテスト　　

　　　　エ　担任が中心となり外国語活動の指導が展開できるように、指導方法の研究や教材作成等に係

　　　　　る校内研修を行う。

　　　③小学校の外国語活動を踏まえた中学校の外国語（英語）教育の充実

　　　　ア　外国語活動の内容及び方法について理解するとともに，外国語活動の授業参観等を行うなど

　　　　特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

　　　いう視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め生活や学習

　　　上の困難を改善又は克服するための適切な指導や必要な支援を行うものである｡

　　　　このため、学校においては、特別支援教育に関する校内委員会の設置、特別支援教育コーディ

　　　ネーターの位置付け等の支援体制を整備し、全教職員が一体となった組織的な取組を推進する必要

　（15）特別支援教育の充実

　　　　　法の工夫・改善を積極的に行い、「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」、「書くこと」

　　　　　の４技能の総合的な育成を図り、英語によるコミュニケーション能力の基礎を培う。

　　　　ウ　国際化社会における英語の重要性と必要性を理解させるとともに、具体的な目標を立てさせ

　　　　ウ　校務運営組織に就学指導委員会等の特別支援教育に関する校内委員会を設置する。

　　　　エ　特別支援コーディネーターを中心に、校内委員会等の機能化を図り、通常の学級に在籍する

　　　　　障害のある児童生徒の支援体制の充実に努める。

　　　　　点等について理解を深め、専門性の向上に努める。

　　　　　国の言語・文化に対する理解を深める。

　　　　　を基に、学級担任や外国語活動担当教諭が行い、ＡＬＴなどを活用したティームティーチング

　　　　イ　外国語活動の実施においては、小学校５年生、６年生を対象とし、発達の段階に応じた歌や

　　　　　ゲーム、簡単な挨拶やスキットなど、音声を中心とした体験的な活動等を工夫する。

　　　　カ　特別支援学級の弾力的運用として通常の学級に在籍する児童生徒が、特別支援学級で支援が

　　　がある。

　　　①特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組

　　　　ア　学校経営計画に特別支援教育についての基本的な考え方や基本的方針を示し、校長のリー

　　　　　ダーシップのもと全教職員が協力し合い、組織的、計画的に推進する。

　　　　イ　特別支援学級担当教員の適切な配置やその資質の向上を図る。

　　　　　必要な場合は、校内委員会や保護者との相談等をもって対応できるよう校内の条件整備に努め

　　　　　る。

　　　　キ　特別支援教育支援員等の活用については、特別支援教育コーディネーターを中心に担任や学

　　　　　年職員などと連携を取り合い、児童生徒への支援が円滑に行われるようにする。

　　　　　小・中学校におけるＡＬＴの活用　

　　　　　等、指導方法を工夫する。

　　　　ウ　ＡＬＴなどと触れ合う機会を設けることで、英語やその他の外国語に慣れ親しみ、外国や自

　　　　イ　帰国・外国人児童生徒の特性を生かし、相互に啓発しあう環境づくりを行う。

　　　　ウ　帰国・外国人児童生徒の生活背景、発達の段階などに応じた効果的な日本語指導や教科指導

　　　　　の工夫を行う。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　中学生海外ホームステイ派遣事業の促進（米国ハワイ州）

　　　　　ることや外国人との交流会等を積極的に実施するなど、学習意欲を高める指導を行う。

　　　④帰国・外国人児童生徒教育の充実

　　　　ア　帰国・外国人児童生徒一人一人の実態を十分把握し、当該児童生徒が自信や誇りを持ち、学

　　　　　校生活において自己実現が図られるよう、組織的な支援・相談体制を整備する。

　　　　　小学校との連携を図り，系統的な指導に生かす。

　　　　イ　音声を重視したＡＬＴとのチィームティーチングやグループワーク等の指導形態及び指導方
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　　　　【施策及び研修事業等】

　（16）情報教育の充実

　　　　高度情報通信ネットワーク社会においては、児童生徒がコンピュータやインターネットを活用

　　　し、情報化社会に主体的に対応できる「情報活用能力」の育成と情報モラルに関する指導の充実が

　　　重要である。

　　　　このため、学校において校務の情報化を積極的に推進するとともに、ＩＣＴの活用や情報モラル

　　　指導のための校内研修を実施し、児童生徒に情報を適切に活用する基礎的な能力等を系統的に育成

　　　する。

　　①学校教育全体を通した情報教育の充実 

　　　ア　情報化推進リーダーを校務分掌に位置付け、校内教育情報化推進委員会の機能化を図り、校内

　　　　情報化推進計画の見直しなど、校務の情報化を推進する。

　  　イ  ＩＣＴ活用指導力の向上を図るため、情報教育に係る校内研修を充実させるとともに、ＩＣＴ

　　　　教育センター等での研修に積極的に参加する。

　 　 ウ  情報モラル教育については、情報教育の年間指導計画に位置付け、各学校の実態に合わせた情

　　　　報モラル指導カリキュラムを作成し、児童生徒の発達の段階に応じて、系統的、継続的に指導す

　　　　る。

　　　　導の充実を図る。

　　　⑤通級による指導の充実

　　　　ア　特別支援学級の児童生徒と通常の学級の児童生徒との交流及び共同学習は、児童生徒の実施

　　　　　等を十分に考慮して、学校全体の教育計画に位置付けて推進する。

　　　　　通常の学級担任と通級の指導担当者は、児童生徒の様子や変化について情報交換会を行い、指

　　　　　委員会と連携を取り合い、適切な対応に努める。

　　　　ウ　障害のある幼児児童生徒及び保護者を対象に特別支援教育を理解してもらうため、体験入学

　　　　　（学校・学級参観、教育活動への参加、就学相談等）を恒常的に実施できるような体制づくり

　　　　　を図り、就学指導の充実に努める。

　　　　ク　幼児児童生徒個々の発達段階（障害の状態や特性など）を的確に把握し、授業や学校生活で

　　　　　特別支援教育支援員派遣事業の充実　　　宮古島市就学指導委員会

　　　　　特別支援学級設置校間の交流促進　　　特別支援教育講演会

　　　　　特別支援学校への体験入学の促進

　　　　　特別支援教育に係る学校巡回訪問の実施

　　　　　保護者・保育園・福祉保健所等と連携した就学指導体制の確立

　　　　　の目標、具体的な学習内容・方法など、きめ細かな指導が行えるよう「個別の指導計画」を作

　　　　　成する。また、関係者（教育、医療、福祉等）が一貫した教育的支援を行うために「個別の教

　　　　　育支援計画」を作成する。

　　　②特別支援学級の教育課程の充実

　　　　ア　児童生徒の障害の状態、特性等や学級の実態に即した教育課程を編成する。

　　　　　※「個別の教育支援計画」を作成する際は、市町村の個人情報保護条例等に基づいて、適切な

　　　　　　手続きを行うこと。

　　　　イ　地域の人々と活動を共にする交流及び共同学習を推進する。

　　　④就学指導体制の充実

　　　　ア　校長、教頭、校医、教務主任、特別支援学級担任、学年担任、養護教諭等で組織する校内就

　　　　　学指導委員会の機能化に努める。

　　　　イ　校内就学指導委員会は、就学指導や教育相談等を継続的に行うとともに、宮古島市就学指導

　　　　イ　教育課程編成に当たっては、小・中学校学習指導要領を踏まえ、必要に応じて、特別支援学

　　　　　校の小学校部・中学校部学習指導要領を参考にする。

　　　③交流及び共同学習の充実
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　　②情報通信ネットワークや教育用コンテンツの活用の充実を図る

　　　ア　校務支援システムを活用し、校務の効率化や教育の質の向上をめざす。

　  　イ　校内ＬＡＮ等を利用し、教材や校務処理用データ等の教育情報の共有化を図り、授業の改善や

　　　　校務処理の効率化を推進する。　

　  　ウ　教育情報共有システム（ＩＴ教育総合案内サイト）等にある教育用コンテンツ（デジタル教材

　　　　や教育実践事例等）の活用を図るための校内研修を実施する。

　  　エ　教育活動の状況について、保護者や地域住民に対して積極的に情報を公開・提供するため、学

　　　　校ホームページは定期的（学期１回以上）に更新を行う。

　　③指導内容や指導方法の充実を図る

　  　ア　情報活用能力を育成するため、児童生徒に身に付けさせたい技能等の達成目標（発達の段階に

　　 　応じた行動目標）を設定する。

　 　 イ　ＩＣＴ機器を活用し、児童生徒の学習に対する興味・関心・理解を高め、「わかる授業」の展

　　　　開に向けた指導方法の工夫・改善のための校内研修を実施する。

　　④情報モラル指導や情報安全管理の充実を図る                         

　 　 ア　有害情報やメール・掲示板上での誹謗・中傷など、情報化の「影」の部分への対応や個人情報

　　　　の保護等について教職員自ら理解を深め、情報モラルに関する指導を行う。

　 　 イ  インターネットや携帯電話を介した事件事故を防止するため、ネット社会に潜む危険性に気付

　　　　かせるとともに、不適切な情報に的確に対処できる判断力や危険を回避する態度を育成する。

　    ウ　有害情報に対するフィルタリングの必要性と普及について、ＰＴＡ研修会や家庭への文書等を

　　　　通して啓発を行う。

　  　エ  個人情報の取得、情報安全管理等について「個人情報保護方針」「校内における個人所有パソ

　　　　コンの利用」などの情報の安全管理に関する規程を策定し、個人情報を適正に取り扱う。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　ＩＣＴ研修会の開催　　　情報活用能力及び情報モラルに係る実態調査

　　　　　各学校におけるホームページ更新　　　校務支援システムの活用

　（17）環境教育の充実

　　　　学校教育において、地球的視野で環境を大切にし、地球環境の保全やよりよい環境の創造のため

　　　に主体的に行動する資質、能力を育成していく必要がある。

　　　　そのために、地球の身近な問題に目を向けた内容で構成し、身近な活動から始め、家庭や地域社

　　　会等における取組と連携を図ることが重要である。

　　　①学校の教育活動全体を通した環境教育の実施

　　　　ア　「環境に親しむ活動」「環境のしくみを学ぶ活動」及び「環境を保全・創造する活動」の環

　　　　　境教育の３つの視点をふまえて全体計画を作成する。

　　　　イ　各教科、道徳、特別活動の目標及び総合的な学習の時間のねらいとの関連性を明確にした年

　　　　　間指導計画を作成する。

　　　　ウ　児童会・生徒会活動等の活動計画にあたっては、児童生徒が身近な環境問題について考える

　　　　　場を設定し、主体的に取り組めるよう、環境保全に関する内容を位置付ける。

　　　　エ　日常的な取組を継続させるとともに、世界環境デー等を生かした取組を展開する。

　　　　オ　県の「ちゅら島環境２１」、市の「エコアイランド宮古島」の宣言文を踏まえ、全職員の共

　　　　　通理解のもと、学校の教育活動全体を通して地域の特色を生かした環境教育の充実を図る。

　　　②環境に関する指導内容や指導方法の工夫

　　　　ア　各教科等における環境に係る内容との関連を図るとともに、身近な素材や題材を扱う体験的

　　　　　な学習や問題解決的な学習を重視する。

　　　　イ　小学校の低・中学年においては、自然や文化により多く触れる機会を通じて、身近な環境を

　　　　　大切にする心を育む。

　　　　ウ　小学校の高学年や中学校においては、環境問題に関する具体的な事象を通して、環境保全に

　　　　　対する実践的な態度を育てる。
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　　　③家庭・地域社会との連携

　　　　ア　地域の環境や環境問題等を把握し、児童生徒の発達段階に即した地域素材の教材化を図ると

　　　　　ともに、地域の人材や社会教育施設等を積極的に活用する。

　　　　イ  地域で行われる自然探索やクリ－ン活動、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）運動

　　　　　等への参加を促すなど、家庭や地域社会との連携を図り、生活に生かす環境教育の充実に努め

　　　　　る。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　環境人材バンクからの人材派遣　　

　　　　　エコアイランド宮古島（環境モデル都市）の推進　　

　　　　　「へき地・複式学習指導資料（県総合教育センター）」の活用

　　　が重要である。

　　①へき地の特性を生かした体験的な学習の充実

　　　ア　地域の特性や少人数のよさを生かし、児童生徒一人一人の実態に応じた体験的な学習を実施す

　　　　る。

　　　イ　地域のよさを知るとともに、地域に誇りと愛着のもてる地域の文化、環境、歴史についての体

　　　　へき地教育では、へき地の特性である「へき地性」「小規模性」「複式形態」を生かし、地域に

　　　根ざした創意ある教育課程を編成・実践し、主体的で創造性豊かな児童生徒の育成に取り組む必要

　　　がある。

　　　　このため、へき地の学校においては、少人数・複式学級における学習指導の深化・充実を図ると

　　　ともに、合同学習、集合学習、交流学習を積極的に推進し、児童生徒の自主性・社会性を育むこと

　　　オ　複式学級においては、当該児童生徒に未履修教科が生じないよう適切な教育課程を編成する。

　　　ウ　地域と一体となった勤労体験的活動や社会体験活動を推進するため、「人材リスト」を作成す

　　　　の個性や能力に応じた指導方法・指導体制の改善・充実に努める。

　　　イ　少人数・複式指導における授業研究を行うとともに、それらについての成果を全職員で共有す

　　　　る。　

　　　ウ　ICT の活用を促進し、児童生徒が多くの学習情報に接する機会を増やすとともに、情報発信の

　　　　機会を設定することで、情報活用能力や発表力を育成する。　

　（18）へき地教育の充実

　　　エ　県立総合教育センターのへき地教育実践の事例資料や、へき地教育講座、小規模・複式学級担

　　　　任講座、移動教育センター等を活用し、指導方法の工夫・改善に取り組む。

　　　　験活動を取り入れた学習の工夫改善に取り組む。

　　③合同学習・集合学習、交流学習等の積極的な展開

　　　ア　音楽や体育等における合同学習、近隣の小規模校同士の集合学習を実施し、集団での学習の充

　　　　るなど地域の人材の積極的な活用に努める。

　　②少人数学級・複式学級における学習指導の改善・充実

　　　ア　地域や学校の特性を生かし、地域に根ざした教育課程を編成するとともに、児童生徒一人一人

　　　　実に取り組む。

　　　イ　修学旅行や校外学習の機会等を利用して、他市町村や平地校との交流学習を積極的に実施し、

　　　　児童生徒の自主性、社会性や発表力の育成に努める。

　　　ウ　近隣の幼・小・中学校と日常的に情報交換や意見交換を行うとともに、授業交流、合同授業研

　　　　修会等を強化し、実践研究の充実を図る。

　　　　【施策及び研修事業等】
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　（20）学校図書館の活用及び読書指導の充実

　　　　学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や読

　　　書活動の充実を図る。

　　　　小中学校教育は義務教育であり、公の性質を有する（教育基本法第６条第１項）ため、全国どこ

　　　においても同水準の教育を確保することが求められる。このため、小中学校で編成、実施する教育

　　　課程は、教育課程に関する法令に従いながら、学校教育の目的や目標を達成するため、創意工夫を

　　　①　教育課程編成の原則を踏まえる

　（19）教育課程の効果的な推進

　　　　　・　週案を活用して適切な授業等の運営、管理に努める。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　教育課程編成書の作成　　　学校教育計画の作成　　　リーフレットの作成

          年間指導計画の作成

　　　　　指導方法等の改善を図り、学校教育の質の向上に努める。

　　　　　沿った量、質ともに充実した教育活動ができるよう努める。

　　　　ウ　学校評価に組織的に取り組み、学校の説明責任を果たすとともに、学校評価の結果を通して

　　　③教育課程の評価･改善の充実

　　　　ア　教育課程の実施状況等の自己点検・自己評価を実施し、常に教育課程の改善と充実に努める

　　　　イ　学校経営計画書や各教科等年間指導計画の見直しを計画的に行い、学習指導要領の趣旨に

　　　　　・　学校経営計画書における各領域の計画は、学習指導要領の目標、内容に基づき作成し、あ

　　　　　　序、指導方法、使用教材、指導の時間配当、学習評価等」を定め作成し、諸調査結果を生か

　　　　　　すとともに計画に沿った指導の展開を図る。

　　　　　・　各教科等の授業時数は、学習指導要領に基づいた教育活動を適切に実施するために標準授

　　　　　　業時数以上を年間３５週以上にわたって行うよう計画し、指導に必要な時間を確保する。

　　　　　・　各教科等年間指導計画は、学年ごとあるいは学級ごとに「指導目標、指導内容、指導の順

　　　　ア　学校教育目標及び年度重点目標の実現に努める。　

　　　　　・　年度重点目標は、学校評価による自校の成果や課題及び対応策を勘案しながら設定する。

　　　　　　わせて校長の経営方針や経営の重点と関連させる。

　　　　イ　教育課程の「量」と「質」の確保に努める。　

　　　　エ　児童生徒の発達の段階を考慮して、言語活動を充実するとともに、家庭との連携を図りなが

　　　　　ら学習習慣の確立に努める。　

　　　②教育課程編成･実施に係る指導計画（学校経営計画書・各教科等年間指導計画）の充実

　　　　ア　「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視し、学校教育全体として調和のと

　　　　　・　指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じたきめ細かな指導を一層充実する。　

　　　　　れた教育課程を編成し実施するとともに、各教科等の年間授業時数の実質的な確保（標準時数

　　　　　以上）に努める。

　　　　イ　基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために

　　　　　必要な思考力、判断力、表現力、その他の能力が育まれるような教育の充実に努める。　

　　　　ウ　主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努める。

　　　　　・　各教科等において、体験的な学習や問題解決的な学習の充実を図る。

　　　加えて、地域や学校及び児童生徒の実態に即した教育課程を責任をもって効果的に推進する必要が

　　　ある。
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　　　①学校図書館の運営の充実

　　　　ア　学校図書館運営計画及び年間読書指導計画の作成と取組の充実を図る。

　　　　イ　各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等における図書館の活用を計画的に行い児童

　　　　　生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動の充実を図る。

　　　　ウ　蔵書の増加や更新、データベース化、コンピュータの設置促進を図る等、設備の計画的な充

　　　　　実に努める。

　　　　エ　「調べ学習」等に必要な図書資料の収集や学習教材の充実を図る。

　　　②読書指導の充実

　　　　ア　児童生徒一人当たりの年平均読書冊数を小学校１１０冊以上、中学校４０冊以上の達成目標

　　　　　を維持し、すべての児童生徒がより充実した読書活動ができるような読書指導の充実を図る。

　　　　イ　児童生徒が読書に親しむ機会や読書の質の向上に取り組み、読書の習慣を身に付けるよう、

　　　　　全職員が一体となって組織的・計画的な取組に努め、全校一斉の読書活動や「読み聞かせ」

　　　　　「音読」「読書月間」等の読書活動の工夫を行う。

　　　　ウ　言語能力を高め、児童生徒の思考力・判断力・表現力等を育むために、読書指導の充実を図

　　　　　る。

　　　　エ　読書活動を通して、自らの国や地域の伝統・文化についての理解を深め、尊重する態度の育

　　　　　成を図る。

　　　③関係機関・団体等との連携

　　　　ア　「沖縄県子どもの読書活動推進計画～五感に響かせるＥ・Ｅ・Ｔプラン～」の趣旨を踏まえ

　　　　　た読書活動を推進するため、「子ども読書の日」（４月２３日）にちなんだ読書活動を展開し、

　　　　　積極的に関係機関・団体・地域・保護者との連携を図る。

　　　　イ　「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づいた、「子どもの読書活動の推進に関する

　　　　　基本的な計画」（第二次計画）の策定に伴い、これまでの成果や課題を踏まえた子どもの読書

　　　　　活動を推進する。

　　　　ウ　読書センター、学習・情報センターとしての学校図書の充実を図る。

　　　　エ　月別図書館活用状況調査や、年度ごとの貸し出し冊数調査等を行い、学校図書館活用の活性

　　　　　化を図る。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　学校図書館蔵書の充実　　　読書量実態調査と結果分析及び対策

　　　　　学校図書館司書研修会　　　移動図書館の活用促進

　（21）家庭教育の充実

　　　　保護者は子どもの教育に第一義的な責任を有するものであり、子どもが家族とのふれあいを通じ、

　　　健康的な生活、基本的な生活習慣や善悪の判断をはじめとしたものの見方、考え方など生きる力の

　　　基礎的な資質・能力を育成することは、学校教育においても家庭の協力が極めて重要になる。

　　　  学校は、家庭に対して、学校で行うことや家庭の役割を周知し、家庭との連携を通して、子ども

　　　の教育に関わることが重要になる。

　　　①学校と家庭の連携の強化

        ア  早寝・早起き・朝ごはん運動、やーなれー運動等、基本的な生活習慣の確立を図る取

          組を推進する。

        イ　学校は、授業参観日・学校行事等で学校の公開を推進する。

        ウ　学校は、学校評価を充実させ、学校経営への保護者の意見を取り入れることを推進する。

        エ　学校は、行事や授業等への保護者の参加を推進する。
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      ②学校の家庭支援の充実

        イ　学校は、生活実態調査を実施し、幼児児童生徒の実態に応じた支援を推進する。

　　　　【施策及び研修事業等】

　　　　　「早寝・早起き・朝ごはん」の推進　　　「ファミリー読書」の推進　

　　　　  「やーなれー運動」の推進

３　平成２６年度　事業実績

　（1）教育振興事業

　　　①外国青年招致事業

　　　　　事業内容・・・人材育成を目指し、英語指導助手（ＡＬＴ）を市立小中学校に配置し、国際理

　　　　　　　　　　　　解教育や外国語教育を推進した。　

　　　　　　　　　　　　○５人体制･･･小学校３名、中学校２名

　　　②海外ホームステイ派遣事業

　　　　　事業内容・・・海外ホームステイ体験を通して、異文化を尊重し国際的に活躍し得る人材育成

　　　　　　　　　　　　に努めた。

　　　　　　　　　　　　○ハワイ州オアフ島・マウイ島･･･市内中学生１２名

　　　③教育指導事業

　　　　　事業内容・・・幼児、児童、生徒、保護者、教師の教育上の悩み事の相談や問題行動等への相

　　　　　　　　　　　　談・指導に努めた。また、問題を抱える児童、生徒に支援を行い教育指導体制

　　　　　　　　　　　　の充実・地域との連携、校外支援システムの充実を図った。

　　　　　　　　　　　　○配置人員：特別支援員３０名、問題行動支援員３名、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ６名

　　　④学力向上対策事業

　　　　　事業内容・・・幼児、児童、生徒の基礎学力向上のため、学力向上の対策を図った。

　　　　　　　　　　　　○市標準学力検査実施（４月）　　　対象：小学２、４年、中学１、２年

                      　○自分発見・総合質問紙調査（i-check）対象：小学２～６年、中学１～３年　

　　　　　　　　　　　　○市研究指定校の導入　研究指定校：南小、城辺中、下地中

　　　　　　　　　　　　○検定受験料補助（４０％）

　　　⑤教育振興事業

　　　　　事業内容・・・国・県等の補助事業の積極的な受け入れにより、学校教育の振興を図った。

　（2）小中学校教育振興対策事業

　　　①理科・算数（数学）教育等設備整備事業

　　　　　事業内容・・・理科・算数（数学）教育に関する備品の整備を行い、児童の教育の充実を図っ

　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　○小学校･･･平一、西辺、来間、久松、池間、城辺、伊良部

鏡原、宮島、福嶺、上野、佐良浜　　　　以上、１２校

　　　　　　　　　　　　○中学校･･･平良、北、久松、鏡原、西辺、狩俣、佐良浜、伊良部

池間、西城、城辺、上野　　　　　　　　以上、１２校

「家庭教育のすすめ」の作成と配布・活用

        ア　学校は、面談等を通して、幼児児童生徒への個に応じた支援を推進する。
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　　　②要保護及び準要保護児童・生徒援助費事業

　　　　　事業内容・・・就学困難な児童・生徒に係る就学奨励について、国の援助に関する法律に基づ

　　　　　　　　　　　　き、学習に使用する学用品費・給食費・医療費等を補助することにより、児童

　　　　　　　　　　　　・生徒の就学援助を図った。

　　　　　　　　　　　　○受給者数･･･小学校６２８名（要保護：３４名、準要保護５９４名）

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　中学校３３８名（要保護：２５名、準要保護３１３名）

　　　③教育コンピュータ導入事業（図書館管理システムを含む）

　　　　　事業内容・・・コンピューターを導入し、情報教育の環境の充実を図った。

　　　　　　　　　　　　○平成26年度入替実施校･･･鏡原中、東小、宮島小、狩俣小、来間小

　　　④選手派遣補助金交付事業

　　　　　事業内容・・・各種競技・コンクール等の県大会、県外大会への派遣費の一部を援助した。

　　　　　　　　　　　　○派遣人員･･･小学校　県内　５４９名、県外５７名　　 楽器移送 １校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中学校　県内１,１８８名、県外５０名　　楽器移送 ３校

　（3）幼稚園就園奨励補助事業

　　　　事業内容・・・私立幼稚園に在園している幼児の保育料を減免した設置者に対し、補助金を交付

　　　　　　　　　　　した。公立幼稚園は保護者に対し減免措置をとった。

　　　　　　　　　　　　○減免人員･･･私立幼稚園１６１名、公立幼稚園１０５名
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１　設置の目的

   教育に関する専門的・技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行う

２　方　針

　　　宮古島市立教育研究所は、生涯学習の視点に立って、学校教育、社会教育、家庭教育の直面

　　している課題を積極的に取り上げ、教育実践に結びついた教育活動の推進に寄与する。

　　○職員らは自らの資質を高めるように努力し、協働体制のもと、子ども・学校・保護者への援助

　　　を行う。

　　○本市の現状を把握し、教育現場のニーズにあった援助を行う。

　　○各教育機関との連携を図り、効果的な援助を行う。

３　事　業

４　組　織

協力委員会

 ５ 適応指導教室

　「まてぃだ教室」の充実を図る。

教育研究所

所　　　長

運営委員会

兼任指導主事 指導主事

適応指導教室 教育相談室 研究教員

２節　教育研究所

(宮古島市立教育研究所設置条例第１条)

 １ 調査・研究

教
　
　
育
　
　
研
　
　
究

　各種調査・検査の実施及び実践的研究を推進し、学校教育の充実に努める。

 ２ 研　    修

　入所研修、教職員研修、教育文化講演会等研修事業の充実を図る。

 ３ 情報・広報

　情報機器の整備、紀要等の刊行、図書資料の充実、教育情報の提供。

 ４ 教 育 相 談

　来所相談、電話相談、学校・家庭訪問相談等の実施。
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６　職員構成

  運営全般

  所務全般

  適応指導・教育相談

  まてぃだ教室運営

　来所相談
　電話相談
　学校訪問相談
　家庭訪問相談

※指導講師は研究教員の研究テーマに合わせて委嘱する。

７　事業概要

　（１）調査・研究事業

　　　　①目　的

　　　　　各種調査・検査の実施及び実践的研究を推進し、学校教育の充実に努める。

　　　　②方　針

　　　　　ア　本市の現状に即した実践的な調査・研究を行い、その結果や成果を学校や教育委員会

　　　　　　へ提供する。

　　　　　イ　琉球大学教育学部との連携を図り、調査・研究の専門家の助言を得ることにより、学

　　　　　　校教育に有効なデータを提供する。

適応指導教室  適応指導教室事業  まてぃだ教室(入室による指導)

職　　名 氏　名

所 長 多 良 間 勉

担 当 職 務

指 導 主 事 (専任 ) 垣 花 秀 明

久 貝 清 順

指 導 主 事 (兼任 ) 与 那 覇 周 作

まてぃだ教室指導教諭 濱 川 貴 美 子

平 良 ヒ ロ 子

まてぃだ教室指導員

教育相談員

髙本　純子   まてぃだ教室補佐

教 育 相 談  教育相談事業

 教育文化講演事業  教育講演会

 要覧、所報、紀要等の刊行

 研究報告書刊行
情報・広報  情報・広報事業

 図書・資料の収集

 教育情報センター化

設　　　備  備　品　設　備  所内の備品設備の充実

 予算執行、決算・文書収受、管理
庶　　　務  庶　務　会　計

 備品消耗、庶務

 電話相談、来所相談、訪問相談

 予算編成
運営委員会  企　画　運　営

 実施計画

調 査 研 究  調査・検査事業  教育課題に関する諸調査・検査

 入所教育研究員
 教育職員研修事業

研　　　修  教育課題講座

 事業推進計画

 事業執行

５　運　営
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　（２）研修事業

　　　　①目　的

　　　　　入所研修、教職員研修、教育文化講演会等研修事業の充実を図る。

　　　　②方　針

　　　　　ア　研究教員は、今日の教育課題を踏まえた研修を推進し、研究と修養の理念に基づき、

　　　　　　教育の専門家としての確かな力量と総合的な人間力を高め、資質の向上を図る。

　　　　　イ　研究教員の研究は、先輩教員や琉球大学教育学部との連携を図り、研究の進め方等へ

　　　　　　の助言を得ることにより、研究の資質向上を図る。

　　　　　ウ　研究教員は、公開授業、報告書の作成、成果報告会により、研究の成果を教育関係者

　　　　　　に提供する。

　　　　　エ　教職員研修・教育講演会は、現場のニーズに対応し、教職員の資質の向上を図る。

　　　　③入所研修

　　　　　市内の小学校・中学校教諭から年間２人、幼稚園教諭年間１人を選任する。前期及び後期

　　　　の６か月間の長期にわたり入所し、それぞれの教科・領域の研究テーマで研究を行い、研究

　　　　の成果を報告書にまとめ報告会で発表する。

　　　　【研修期間・募集人員】

　　　　　○前期：平成２７年　４月１日～平成２７年９月３０日　１人

　　　　　○後期　平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日　１人

　　　　　　※幼稚園教諭は、前期又は後期いずれかに１人

　　　　④教職員研修

　　　　　市内の幼稚園・公立学校の教諭等を対象に、今日的教育課題や学校課題に即したテーマで

　　　　研修会を開催し、学校教育の活性化に寄与する。

　　　　　　⑤教育文化講演会

　　　　　市民、教育関係者を対象に教育的、文化的テーマで講演会を開催する。

　（３）情報・広報事業

　　　　①目　的

　　　　　ア　情報機器の整備、紀要等の刊行とインターネットを活用した情報を発信する。

　　　　　イ　教育図書や県内外の教育研究資料を収集・整理し、閲覧や貸出しを行う。

　　　　②方　針

　　　　　ア　開かれた教育研究所を目指し、効果的な方法で研究所の事業の周知を図る。

　　　　　イ　ホームページを通して研究情報を発信し、情報の共有化を図る。

　　　　　ウ　市内の研究指定校や県内の教育研究所等の研究紀要を収集整理し、教育関係者に提供

　　　　　　する。

　　　　　エ　研究教員報告書、まてぃだ教室実践報告書を刊行し、教育関係者に提供する。

　　　　　オ　教育相談リーフレットを作成し、教育相談室、まてぃだ教室の機能を知らせる。

　　　　　カ　図書資料を充実し、教育関係者の研究を援助する。

　（４）教育相談事業

　　　　①目　的

　　　　　宮古島市の問題行動や様々な悩みを持つ児童生徒の健全育成を支援するために必要な事項

　　　　について相談を受け、児童生徒・教師・保護者の問題解決を支援する。
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　　　　②方　針

　　　　　ア　相談者の意向を傾聴し、問題解決に向けて、真摯な態度で向き合い「心のふれあ

　　　　　　い」を大切にする。

　　　　　イ　相談者のニーズにあった相談活動を行う。

　　　　　ウ　相談者のプライバシー保護の観点から「守秘義務」を徹底する。

　　　　③事業の概要

　（５）適応指導教室

　　　　①目　的

　　　　　宮古島市の心理的要因による不登校児童生徒に対して、個々の状態に応じた援助指導を

　　　　行い自立を促進し、社会性を養い、学校教育への適応促進を図る。

　　　　②方　針

　　　　　ア　職員間の協働体制を大切にし、援助指導の工夫改善を行いながら不登校児童生徒へ

　　　　　　の支援を行う。

　　　　　イ　安心して登室できるように温かい雰囲気をつくり、児童生徒が落ち着いて過ごせる

　　　　　　ように努める。

　　　　　ウ　児童生徒一人一人に受容的に接することで情緒の安定を図り､信頼関係を築くよう

　　　　　　に努める。

　　　　　エ　相談活動、体験活動、学習活動を通して自立心を育て、原籍校への適応を図る。

　　　　　オ　学校や家庭、必要に応じて各関係機関と情報交換を密にし、連携協力して児童生徒

　　　　　　の学校復帰を支援する。

　　　　③入室対象児童生徒

　　　　　心理的要因によって登校できない宮古島市立小学校・中学校に在籍する児童生徒で、適

　　　　応指導教室での入室を希望する者のうち、宮古島市教育委員会が適応指導教室における指

　　　　導が望ましいと判定した者とする。

　　　　④入室期間及び入室日時

　　　　　ア　入室期間：毎年５月～翌年３月までとする。

　　　　　　　　　　　　(ただし、４月は学校復帰期間とし、入室式は５月に行う。それまでの

　　　　　　　　　　 　　間は仮入室の形で受け入れる)

　　　　　イ　開室曜日：月～金までの週５日間(祝祭日は休み)

　　　　　ウ　入室時間：原則として、原籍校の週時程に準ずる。

　　　　　　　　　　　　(児童・生徒の実態により対応する)

　　　　　　　　　　　　※長期休業等は、市立小中学校に準ずる。

家庭訪問相談

・問題行動、不登校児童生徒との家庭訪問相談

教
育
相
談
事
業

　児童生徒、教師、父母・市民の面接相談来所相談

電話相談

訪問相談

幼児、児童生徒、教師、父母・市民からの
電話相談 (月曜日～金曜日 09:00～16:30)

学校訪問相談

・校長、生徒指導主任、学級担任等の教育相談
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８　平成２７年度　事業計画

委嘱状交付式 仮入室 所報１号

琉大教授招聘講演会① 長期研究教員事前研修① 入室願書受付 研究所要覧作成・配付

琉大教授招聘講演会② 長期研究教員事前研修② 第１回入室判定会 所報２号

入室式・保護者会

第1回運営委員会 遠足 所報３号

初任者研修① 勤労生産学習

琉大教授招聘講演会③④ 平和学習

夏期研修会① 体験学習 所報４号

琉大教授招聘講演会⑤ 勤労生産学習

長期研究教員事前研修③ １学期終業式

夏期研修会②③④ 学習支援 所報５号

琉大教授招聘講演会⑥

10年経験者研修

（社会体験①②③）

初任者研修②(史跡巡り）

保護者会 所報６号

勤労生産学習

後期研究教員入所式 オリエンテーション 体験学習　 所報７号

テーマ検討会 勤労生産学習

全体構想図検討会 入室願書受付

第２回入室判定会

中間報告会 中間報告会 体験学習 所報８号

琉大教授招聘講演会⑦ 勤労生産学習

ケース会議

文科省調査官招聘事業② 検証授業指導案検討 勤労生産学習

体験学習

２学期終業式 所報９号

検証授業(公開)①② 検証授業 書き初め会 所報１０号

琉大教授招聘講演会⑧⑨ 勤労生産学習

報告書検討 勤労生産学習 研究教員決定

研究報告書作成 体験学習 所報１１号

ケース会議

琉大教授招聘講演会⑩ 成果報告会 勤労生産学習 研究報告書配付

第15期成果報告会 遠足 所報作成・配付

研究教員終了式 退室式 所報１２号

　【主な所内研修会】 ①研究の進め方　　 　②先輩研究員講話　 　③テーマ検討会

④構想図について 　⑤理論研究について 　⑥中間報告会に向けて

⑦報告書作成に向けて 　⑧研究成果報告会に向けて　⑨報告書検討会

　【主な所外研修会】 ①検証授業 　②各自のテーマに沿った研修会への参加

入所研修行　事 適応指導教室 備　考

4月

5月

6月

11月

12月

1月

2月

3月

平成28年度研究教員募集

7月

8月

9月

10月
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９　平成２６年度 事業実績

  　教育研究所運営事業

　　（１）調査・研究事業

　　　　　　全国学力学習状況調査、県学力到達度調査等の分析調査。

　　（２）研修事業 　

　　　　　①　２名の長期研究教員が研究を行い、報告書にまとめ、成果報告会を開催し現場への

 　　　　　　還元を図った。後期２名(小学校：国語科、中学校：道徳)。

        　②　主催研修会・夏期研修会を合計１１回開催。

 　　　 　③　琉大連携推進事業（琉大教員の招聘研修）を１０回開催。

　　　　　④　文科省調査官招聘事業（道徳）を実施。

　　（３）情報・広報事業

　　　　　要覧、成果報告書の配布、所報の発行、ホームページで情報を発信した。

　　（４）教育相談事業

　  （５）適応指導教室

　　　　 ①在室児童生徒数 ※（　）は体験入室・登校支援

　　　　②支援結果（平成２６年３月時）

ア　小学校・・・・・・・体験はあったが入所なし

イ　中学校部分登校・・・１名

ウ　中学校卒業・・・・・５名（高校進学２名、支援学校１名、通信制１名、就職１名）

　　　　　　　　　　　　その他、不登校状態だったが、支援により通信制高校へ進学１名

(1)

8

(2)

1 1

小学校

中学校

合　　計

男子

女子

男子

女子

8月 9月

0 0 1 4 4 5 8 9 8

3 5 6

2

1 1 1

1

3 2

2 2 3 3

6

2

6

(相談室利用延べ人数)

2月4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

相談内容
電話相談 来所相談

3月

訪問相談
計

小学生

0

中学生 小学生 中学生 小学生 中学生

不登校 0 43 0 37 0 32

150

112

計 89 43 37 37 71 32 309

登校しぶり 21 0 14 0 12 0 47

その他
（問題行

動，家庭問
68 0 23 0 59
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１　宮古島市立学校給食共同調理場の概要

　　所在地：〒906-0006　宮古島市平良字西仲宗根７４５－１３

　　電　話：７２－４２４１　　ＦＡＸ：７２－３０７４

　　○ 敷地面積　 ８，６４１㎡

　　○ 建物面積 １，５２３㎡

　　○ 設備能力 ５，０００食

　　○ 付帯施設及び設備等　　機械室（１１６．９㎡）、ガスボンベ室、排水処理槽、連続揚げ物機、

食器洗浄機等

　　○ 給食開始　 昭和５０年９月

　　○ その他施設

　 事　　項
 名　　称

 城辺学校給食共同調理場 ８００ 昭和５８年　６月

 下地学校給食共同調理場 ５００ 昭和４３年１１月

 上野学校給食共同調理場 ５００ 昭和４６年　２月

 伊良部学校給食共同調理場 ７００ 平成１５年　４月

２　学校給食の目的及び目標

　（１）学校給食の目的

　　　　学校給食は、児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、児童及び生徒の食に関する正し

　　　い理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることを考慮し、学校給食の普及

　　　充実及び学校における食育の推進を図る。

　（２）学校給食の目標

　　　　学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標

　　　の達成に努める。
　　　
　　　①適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

　　　②日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を

　　　　培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

　　　③学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

　　　④食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊

　　　　重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

　　　⑤食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を

　　　　重んずる態度を養うこと。

　　　⑥我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

　　　⑦食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

　（３）学校給食の定義

　　　  学校給食の目標を達成するため、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施され

　　　る給食をいう。

　（４）学校給食の経費の負担

　　　　①学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のう

　　  　　ち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

施設面積(㎡)

５００

３７０

３２７

３３９

設備能力(食) 給食開始

３節　学校給食共同調理場
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　　　　②前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給

　　　　　食を受ける児童又は、生徒の学校教育法第１６条に規定する保護者の負担とする。

３　給食共同調理場の事業

　　　給食共同調理場は学校給食法(昭和２９年法律第１６０号)第２条に定める目標を達成するため、

　　次のような事業を行っている。

　　（１）宮古島市立小、中学校の児童生徒及びその他教育機関の職員の給食に関すること。

　　（２）給食物資の調達に関すること。

　　（３）学校給食の調理及び配送に関すること。

　　（４）食器、食缶の洗浄、消毒及び保管に関すること。

　　（５）その他教育委員会において必要と認めること。

４　平成２７年度 年間給食回数予定表

平良学校給食共同調理場

城辺学校給食共同調理場

下地学校給食共同調理場

上野学校給食共同調理場

伊良部学校給食共同調理場

５　配送状況

 業者委託(人員８名)

６　給食状況

200

83

39

平成27
年5月1日現在

7

4

職員数

10

7 1,366

2

小学校

中学校

18

合計

2,508

1,223

218

備　考

160

150

パ　ン 麺
米　飯

委託 自校

42

156

160

給食予定日

200

200

200

11

22

20

122

207

115

265

181

25

28

57

47 207

212

347

22

200

200

64

調理場名

平良学校給食調理場

城辺学校給食調理場

下地学校給食調理場

伊良部学校給食調理場

配送車
（台）

配送校

小学校 中学校

4

2

1

1

10

4

2 1

200

2

4

4

2

100

232

153

290

160

28

2,726

143

小学校

1

1

1

2

2

187

107

182

15

19

15

33

調理場名 牛　乳

平良学校給食共同調理場

城辺学校給食共同調理場

下地学校給食共同調理場

上野学校給食共同調理場

伊良部学校給食共同調理場

調理場名 配食校

小学校

児童
生徒数

中学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

23

27

200

200

200
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７　児童生徒一人一食当たり摂取栄養量

【小学校】                                                                                            

【中学校】 平成27年5月調査　宮古島市

(ｍｇ)

(ｇ)

たんぱく質

総量

141

(円)

カ
ル
シ
ウ
ム

鉄
ビ タ ミ ン

(ｍｇ) (ｍｇ) (ｍｇ)(ｍｇ)

カ
ル
シ
ウ
ム

鉄

157

(ｍｇ)(ｇ)

94

20

192.5

176 176

35

平成27年5月調査　宮古島市

動物性

0.50

動物性 Ａ

熱量の
25～30%

(ｍｇ) (ｍｇ) (ｍｇ) (ｍｇ)

220

92 － 98

－

－

12.7

－

動物性 総量

3.6 323 0.71

－

14.6

ビ タ ミ ン
一
食
単
価Ｂ１ Ｂ２ Ｃ

0.40

354.0 300

摂取量
757

栄養素 エネルギー 脂　　肪

450

0.82 43
充足率
(％) 92 － 101 84 － 84 91 108 143 137 122

234 30.4 23.0 － 377

0.60

基準量
640 －

基準量
820 － 30.0

熱量の
25～30% －

栄養素 エネルギー たんぱく質 脂　　肪

区 分
総量 穀類

kcal kcal (ｇ) (ｇ) (ｇ)

充足率
(％) 96 － 104

一
食
単
価

区 分
総量 穀類 総量 総量 動物性 Ａ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ
kcal kcal (ｇ) (ｇ) (ｇ) (円)(ｍｇ)

摂取量
616 0.7

24.0 － 350 3.0 170 0.40

181 25.0 19.5 － 343 2.8 267 0.56

(ｍｇ)
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１　施設整備の基本方針と役割

　（１）施設整備の基本方針

　　　　学校教育施設について、学校教育の基本施設である校舎、屋内運動場等の必要面積は整

　　　備されているが、老朽化の進んでいる校舎・屋内運動場の整備、屋外運動場の整備を「学

　　　校施設整備計画」に基づいて、年次的に整備する。　　

　　　　加えて教育施設のバリアフリ－化、進展する情報教育への対応や地域に開かれた学校及

　　　び生涯学習の場としての施設づくりを推進し、安全、安心な教育環境施設の充実を図ると

　　　ともに、次代を担う児童・生徒の人材育成に努める。

　（２）学校施設の役割

　　　　①安全、安心な施設

　　　　　学校施設は、子ども達にとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、学校教育

　　　　活動を行うための基本的な教育条件である。このため、充実した教育活動を充分に展開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　できる機能的な施設環境を備えるとともに、豊かな人間性を育むのにふさわしい快適で

　      充分な安全性、防災性、防犯性や衛生的な環境を備えた安全・安心な施設づくりを図る。

　　　　②地域に開かれた施設

　　　　　学校施設は、子ども達の教育施設であると同時に地域住民にとって最も身近で、生涯

　　　　にわたる学習、文化、スポ－ツなどの活動の場としても利用され、また、地域の防災拠

　　　　点としての重要な役割も担っていることから、地域に開かれた施設づくりを図る。

２　平成２７年度　事業計画

　（１）狩俣小学校屋内運動場改築事業

　　　　事業内容：老朽化に伴う危険施設を改築することにより教育環境の充実を図る。

　　　　狩俣小学校屋内運動場改築工事

　　　　　面積　５８４㎡

４節　学校教育施設
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１　設置の目的

　　児童生徒の減少に伴い、小規模校や複式学級のある過小規模校が増加しており、学校教育の目

　標は新学習指導要領に示されているように「生きる力」の育成にあることから、学校における教

　育課程の一層の充実を図る必要がある。学校規模適正化とは教育目標を達成するための教育条件

　の整備を推進するための施策である。

  　本対策班は、これまで特命職員で対応してきた業務をより円滑に行うためのプロジェクトチー

  ムとして、平成２４年度に設置された。（宮古島市教育委員会学校規模適正化対策班設置要領第２条）

２　学校規模適正化に関する基本的な考え方

　　適正化の推進にあたっては、委員会の基本方針に沿って、対処していくことを基本とし、その

　上で複式学級の解消は喫緊の課題ではあるが、中学校の規模適正化を先行させ、一部小学校につ

　いては早期の解消を図っていく。一部小学校の定義については新たに校舎等を建設する必要性が

　ないことや、児童・保護者に比較的通学負担が少ないことが条件として挙げられる。

　　旧５市町村が合併して宮古島市が誕生したものの、過小規模校・小規模校が大きな割合を占め

　ている。児童・生徒の教育環境・教育条件をより良いものに改善し、クラス替えのできる複数学

　級を基本とし、１学級２５人から３２人の児童・生徒で構成される学校規模を確立できるように

　適正化を進めていく。児童生徒の力・教職員の力・保護者の力・教育予算を効果的・効率的に束

　ね、「学校力」を高め、児童・生徒の生きる力を育てる教育行政を推進する。

    池間地区については、北部地区全体での統合を議論してきたところであるが、統合しても過小

  規模・小規模校としての課題が依然として残ること等に鑑み、当面の措置として幼小中併置校と

  する。

３　平成２７年度 事業計画

  　①伊良部島小中一貫校教育基本方針策定

  　②伊良部島小中一貫校建設基本構想策定

 　 ③宮古島市学校区審議会の運営

４　平成２６年度 事業実績

①鏡原小学校・宮原小学校統合

②伊良部島小中学校統合協議会設置

５節　学校規模適正化
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１　主要施策

　　　市民の生涯にわたる学習活動を推進するため、生涯学習の視点に立って学校教育、家庭教育、

　　社会教育の相互の連携を図りつつ、市民の学習ニーズに応じた生涯各期における多様な学習機

　　会を提供するとともに、社会教育施設・設備の充実や社会教育指導者の養成・確保等、社会教

　　育活動の充実と生涯学習の振興を図る。

２　施策の推進

　（１）生涯学習の推進

　　　　市民の多様化・高度化する学習ニーズに応えて、いつでも、どこでも学習でき、その成果

　　　が社会において適切に評価され活用される生涯学習社会の実現に努める必要がある。

　　　　このため市民が生涯各期において自らの意志により、自らの適した手段・方法を選択し、

　　　必要とする学習ができる機会を提供し、潤いと生きがいある生涯学習の推進を図る。

　　　①生涯学習の普及、啓発のため生涯学習フェスティバルを開催し、市民一人ひとりが、学ぶ

　　　　楽しさ、交流することの喜びを体感でき学んだ成果を地域で生かせるよう、生涯学習の具

　　　　体的な展開を進めている。

　　　②市民の自主的な学習を支援するため、地域の人材を発掘・育成するとともに、生涯学習人

　　　　材登録(リーダーバンク)の内容充実を図り、学校や団体、クラブ・サークル等での活用を

　　　　促す。

　　　③生涯学習に関する情報を収集・整理し、学習情報の提供や学習者の相談体制を整備する。

　（２）社会教育の推進

　　　　社会教育の充実を図るため、社会教育施設、設備の充実を図り、市民ひとり一人が必要に

　　  応じた学習課題や、地域の必要課題を積極的に取り上げ、多くの市民が参加できるよう社会

　　  教育諸事業の拡充を図るとともに社会教育関係団体の育成・強化と活性化に努める。

　　　①地域住民のニーズ・シーズに対応した学習活動の場を拡充し、社会教育活動の充実を図る。

　　　②社会教育関係団体等の指導者研修会を開催し、指導者の資質の向上を図る。

　　　③青少年団体、婦人団体、ＰＴＡ等、社会教育関係団体の育成援助と活動の促進を図る。

　　　④地域の教育力向上、体験活動の推進のため、関係機関・団体との連携強化を図り、社会奉

　　　　仕活動、自然体験活動等の社会参加活動を推進する。

　　　⑤社会情勢の変化に伴い「地域の教育力の低下」が指摘されている中、学校教育では教育活

　　　　動以外の業務など教員の業務量の増加傾向が問題となっており、教員一人一人が、児童生

　　　　徒へのきめ細かな指導を行う時間の確保が必要となっている。

　　　　学校教育力の向上と教師が子どもと向き合える時間時間の拡充を図るため、地域と学校が

　　　　連携協力し、地域全体で地域人材を活用した教育支援を行い、学校支援地域本部事業の充

　　　　実を図る。

　　　⑥放課後や週末に地域の人材を活用し、勉強やスポーツ・文化活動などの様々な体験活動を

　　　　推進する放課後子ども教室の充実を図る。

１節　社会教育
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３　平成２７年度 生涯学習・社会教育事業計画

月 日

15

29

6 7

10

17

8
1６
～

２８

12 4

1

2 14

3 13

４　施策の推進体制

　（１）社会教育委員

　　　 ①社会教育委員は、社会教育法に基づき、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言

　　　   するため次の職務を行う。（社会教育法第１７条）

  　　　　ア 社会教育に関する諸計画を立案

 　　　 　イ 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見を述べる

 　　　　 ウ ア・イの職務を行うために必要な研究調査を行う

　　　 ②社会教育委員は、教育委員会に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

市内一円

5

金 第１回社会教育委員会議 宮古島市社会教育委員 城辺庁舎

金 宮古島市青少年問題協議会 平良庁舎

日 宮古島市少年団体育成研修会 宮古島市子ども会育成会
下地農村環境改善セ
ンター

各関係機関団体

金

曜日 事　　業　　名 対　　象 会場（予定）

「青少年深夜はいかい防止」
「未成年者飲酒防止」
ボランティア夜間街頭指導

ボランティア

日
金

日 教育の日 一般市民 中央公民館

日
  第１１回宮古島市生涯学習
fuフェスティバル

　各種社会教育団体・
A 一般市民

中央公民館

日 平成２８年宮古島市成人式 新成人者
マティダ市民劇場
及び各地区公民館

宮古島市社会教育委員
城辺庁舎
２階会議室

宮古島市社会教育委員
城辺庁舎
２階会議室

通年事業 生涯学習リーダーバンク事業
社会教育団体・
サークル等

事業実施団体・機
関による

金

通年事業 学校支援地域本部事業
平 良 中校区
佐良浜中校区

各学校内

通年事業 放課後子ども教室推進事業 各小学校(１０教室) 各学校教室等

金 第３回社会教育委員会議

「青少年深夜はいかい防止」・
「未成年者飲酒防止」県民一斉行
動宮古島市民大会

沖縄県宮古青少年の
家

金 　第２回社会教育委員会議

7

２２
・

２３

水
木

少年団体リーダー研修会 各地域子ども会リーダー

15

海外ホームステイ派遣事業 市内高校生 マウイ島

11

北小学校体育館
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　　　 ③市町村の社会教育委員は、当該市町村から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項

　　　　 について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与え

　　　　 ることができる。

 （２）宮古島市青少年問題協議会

　　　　宮古島市青少年問題協議会（協議会条例第２条）

　　　　①青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項

　　　　　を調査審議する。

　　　　②青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために

　　　　　必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

　　　　③規定する事項に関し、宮古島市の長及びその区域内にある関係行政機関に対し意見を

　　　　　述べることができる。

 （３）宮古島市学校支援地域本部事業

　　　 ①宮古島市学校支援地域本部運営委員会（地域本部運営委員会設置要項第２条）

　　　   ア．事業計画・安全管理・広報活動の検討　

　　　   イ．ボランティア等地域の協力者の確保策の検討

　　     ウ．地域実情に応じた活動プログラムの検討

　　　   エ．事業実施後の検証・評価等の検討

　     ②宮古島市学校支援地域本部コーディネーター（地域本部コーディネーター配置要項第３条）

　　　   ア．地域ボランティア募集広報活動

　　　   イ．ボランティア等地域の協力者の確保・登録・配置

　　　   ウ．学校・地域ボランティアとの連携調整

　　　   エ．地域の実情に応じた活動プログラムの企画

 （４）宮古島市放課後子ども教室推進事業

　　　 ①宮古島市放課後子ども教室推進事業運営委員会

　　　　　ア．放課後子ども教室事業計画の策定 

　　　　　イ．活動プログラムの企画

　　　　　ウ．安全管理員、ボランティア等の人材確保


　　　　　エ．広報活動の方策

　　　　　オ．事業実施後の検証・評価

コーディネーター 新城美津江(平良中校区)／仲間 ひとみ(佐良浜中校区)

任　　　　　　期 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

平成27年度社会教育委員会議 
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　　　 ②宮古島市放課後子ども教室コーディネーター（コーディネーター配置要項第３条）

　　　　　ア．保護者等に対する参加の呼びかけや、学校、関係機関・団体等との連絡調整

　　　　　イ．ボランティア等地域の協力者の確保・登録・配置

５　平成２６年度社会教育・生涯学習活動スナップ集

　少年団体リーダー研修会

　少年団体育成者研修会

　　　　　ウ．地域の実情に応じた活動プログラムを企画
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社会教育団体研修会　

海外ホームステイ派遣事業(高校生)

　生涯学習フェスティバル
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　「青少年深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宮古島市民大会

　成 人 式
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１　現状と課題

　　本市には市民の学習施設として、中央公民館、城辺公民館、下地公民館、上野公民館、伊良部

　公民館、西原地区公民館、久松地区公民館、下崎地区公民館の他、自治公民館等が設置されてい

　る。

　　各公民館とも市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興、社会福祉の増進

　に寄与するため各種講演会や発表会、講座、学級、教室等の諸事業を実施し、さらに市民の自主

　的なサークル活動を推進するなど、市民の学習能力向上に努めている。

　　市民の公民館活動に対する関心や学習への意欲は一段と高まりをみせ、公民館は市民の学習の

　場、ふれあいの場、憩いの場として多くの市民に活用されている。また、情報化、国際化、少子

　高齢化、週休２日制等自由時間の増える現代社会においては、市民の要求する学習内容も多様

　化、高度化してきている。

　　このような状況から公民館としては、今後市民の学習への意欲に応えられるような公民館運営

　が重要であり、そのために次のような課題について取り組まなければならないと考えている。

  （１）　中央公民館と各地区公民館、自治公民館及び各種団体との連携を図り、公民館活動の活

　　　　性化を図る。

　（２）　公民館の独自性から、市民のニーズや社会の要求に即した事業の組み立て、地域の課題

　　　　に対応できる物的、人的条件整備の充実を図る。

  （３）　生涯学習の推進につながる生活に密着した各種情報の資料を整備し活用を図る。

　（４）　生涯学習を共有する関係機関との連携を密にし、公民館運営の合理化を図る。

  （５）　積極的な公民館情報の発信に努める。

２　運営目標

社会の要求と男性の参加、市民の学習ニーズに対応した事業を企画実践するとともに、市民へ

の学習の場を提供し、人づくり・地域づくりに貢献する拠点としての社会教育施設とする。

　　　

３　執行体制と活動内容

○サークル同好会の集合 ○講座・教室・学級 ○自治公民館
○各種関係団体の会合 ○講習会の開設 ○老人クラブ
○講演会 ○講演会 ○婦人会・青年会
○各種発表会 ○研修会 ○市子連・PTA
○レクリエーション等 ○図書館資料等の充実 ○学級・各種関係団体

開放 事業 連携

２節　公民館

中央公民館

久
松
地
区
公
民
館

下
崎
地
区
公
民
館

西
原
地
区
公
民
館

城
辺
公
民
館

上
野
公
民
館

下
地
公
民
館

伊
良
部
公
民
館
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4.各公民館
（１）中央公民館

宮古島市平良字下里３１５番地　　 電話　０９８０－７３－１１２３ ＦＡＸ　７３－１２２３

① 施設の概要
： 鉄筋コンクリート一部鉄骨入り
： １７，１３５㎡
： ２，５２０㎡ １階：１，７９０㎡ ２階：７３０㎡
： ５２．４０㎡
： 昭和６０年６月

② 主な施設
＜１階＞

： ８００人収容 講演会、発表会、展示会、レクリエーションなどに利用できます。
： 　３０人収容 絵画、書道、彫刻、和裁、洋裁などに利用できます。
： 読書、資料活用などができます。
： 　５０人収容 茶道、生け花、着付けなどに利用できます。
： 　２５人収容 料理やケーキ作りなどに利用できます。

談話、憩いの場として利用できます。
野外ステージ・芝生広場 野外演奏やグランドゴルフなどに利用できます。
＜２階＞

： 　７０人収容 視聴覚機器を利用した学習会、映写会、講演会等の利用ができます。

： １３０人収容 研修会、講演会、集会などに利用できます。
： 　３０人収容 小規模の研修会、講演会、集会などに利用できます。

③ 平成２６年度事業実績（中央公民館）

構 造
敷 地 面 積
延 床 面 積
野 外 ス テ ー ジ

16710

105

6

一般市民10 116

74

30 644

20

講 座 室

6

14 一般市民2

４月～１１月

５月～７月

５月～６月

７月男料理「ﾒﾝｽﾞｷｯﾁﾝ」

1

回数 時間 対象者

8

期　間事業名

花づくり講座 16 一般市民

2

3

9

10

4

5

6

8

夏休み親子陶芸教室

7

８月

６月～７月英語でコミュニケーション

島講座「民話の旅に出かけよう」

1

20

10

島講座「琉舞で艶やかに」

語学講座「楽しい日本語」

島講座「のーまんじゅう」

「油絵講座」

12

「モザイクタイルアート」

「フラワーアートインテリア」

13 １１月

11

一般市民

16

6 1512

一般市民

15

7 20

5

10

８月

１０月～１１月

一般市民

10

5

5

20８月～１１月

12 一般市民

１０月～１１月

25

20

８月～１０月

一般市民

6７月～８月

2

定員 受講者（延人)

25

島講座（はじめての三線)

Ｌet's  HuIa

一般市民10 25 21120

214

一般市民 15

20

中学生以上

20

20小学生以上

174

一般市民

研 修 室

78

45

15

建 築 年 月

大 ホ ー ル
創 作 室
図 書 室
和 室
料 理 講 習 室
ロビー・談話室

67

143

3

視 聴 覚 室

46

19

38

210

14 「クリスマスフラワーリース」 １２月 4 8 一般市民

4 一般市民 16

20

15 料理講座「おもてなし料理」 12月 2

16 「ラテンのリズムでエアロビクス」 １月～２月 7 一般市民

17 「ヨガで心地よく」 １月～３月 8 16 一般市民 230

講師名

上地　登

與那城　美和

中松　陽子

政次　由宇

佐渡山　正光

スアンジュニアギャリ

佐渡山　政子

右田　亜子

友利　久美子

垣花　恵子

高田　美幸

西平　富士子

下地　恵勇

西平　富士子

 政次　由宇

北村　路子

 牧田　美香
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④ 平成２６年度サークル一覧（中央公民館）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９ クラシックギター愛好会 　 　 　

２０

２１

２２

２３

２４

⑤　平成２６年度利用状況（中央公民館）

利用日数 30

87

１月　

砂 川 明 子

女声アンサンブル（AＹAＧU）

女声コーラスきらきら

１９：３０～２１：００

吹矢レクレーション宮古島 水曜日 ０９：３０～１１：３０

日本語講座サークル

瑞 慶 覧 信 子ひららフォークダンスラグーン

山 本 智 絵

14 218

山 里 佳 代 子 １９：３０～２１：３０

１０：００～１２：００

ヨガ（フォーリークローバー)

１０：００～１５：００

644

690

104

２０：００～２２：００

16

129

90

410

61

18

20

4,240

19

284

23217
1,087

17

0

18

1,308

24 21

1,155

346

981

260
21

605

1,178

0

433 215 665
29

2,647 1,130
1920

290

20 20 22 21

40

152 2,256

052

348 122

00

215183 126

02 0

117 424

3

和　　 室

利用者数 717 1,506

131 154

利用日数 7 7 13 14 12 1210 1010

8 11
2,094

6 5 1313

９月

合計

１月１１月

14114

10,109

計

265

１９：００～２１：００

火曜日 １９：００～２１：００

166

455

1,038

347

689

240

1,520

553

209

226

313

185

386飯 島 麻 衣 子

552

火曜日 １８：３０～１９：３０ 291

１４：００～１６：００土曜日

水曜日 198

プアエナミヤコ（フラ）

477

水曜日 １９：３０～２１：３０川 口 明 美

火曜日 ２０：００～２１：００

２０：００～２１：３０

人数曜　　日 活動時間

大ホール

手話サークルがじゅまるの会

日本３B体操

宮美グループ

利用日数 10

５月４月

15

ｻﾝｺﾞ礁ガイドの仲間たち

唄三線　結の音 下 地 正 彦

木曜日

金曜日

金曜日

前 泊 和 美

金曜日

木曜日

砂川 ジュディー

齋 藤 司

宮古平和運動連絡協議会

第１金曜日 １９：３０～２１：００友 利 博 一

金曜日 １０：３０～１２：００

６月 ７月 ８月 １２月１０月 ２月 ３月

19,2331,554 1,378483 209 90
1315

7363

1,146 5,182 2,574 2,300

13 10 11
177

0

利用者数

22
利用者数 794 894

20 0 39

利用日数 16
研修室

107

利用日数 14

料理講習室
1

利用者数

331

講座室

利用者数 281
12 17 16

180

1,034 730 623
19

229 401 294
14

13,561

15

日曜日

宮古フロイデ合唱団

宮 城 育 子

4

沖縄空手古武道（子供）

パソコン講座（エクセル）

パソコン活用講座

下 地 悦 子

砂 川 洋 子

新 里 和 彦

２月　 8

ベルキッズＣAＮＴΟ

ブーゲンビリアコーラス

代表者名

1 2 一般市民

サークル名

19

18 ３月

16

8

1

『いざ!』に備える法律講座

10 20

一般市民

20 パソコン講座（ワード） ２月～３月　

29

20 20

一般市民 15

一般市民 20

一般市民

20

ペット講座「ワンニャンライフ」 １月

１０：００～１２：００火曜日垣 花 尚 子

土曜日

18

さわやかグループ

與 那 覇 寛 仁

大 城 秀 子

下 地 昭 五 郎

友 利 多 喜 子

文化琴　和音の会 宮 城 文 子

手話サークル　虹の会

砂 川 三 枝

狩 俣 美 智 子

野村流古典愛好会

２０：００～２２：００

天使のたまご

第２・第４日曜日 １４：００～１６：００

１３：００～１５：００水曜日

１４：００～１６：００

亀 浜 美 和 子すこやか会

２０：００～２１：３０水曜日

１９：３０～２１：３０水曜日

木曜日

１４：３０～１６：００水曜日

土曜日 １３：００～１４：３０

22

太田　義信

　富田　翔

川平　穂世

川平　穂世

金城　大介

15 128

2

21
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⑥ 平成２７年度事業計画（中央公民館）

30

沖縄伝統の琉舞を学び一曲踊りをマスターし
よう。

1月～2月 20

115

親子２０組

47,918

15

15

0

6 一般市民

664

0 0 12

10

9 一般市民 30

20

一般市民
 健康講座
「ヨガで心地よく」

ヨガ独自の呼吸法を取り入れて体をほぐし、バ
ランスのとれた心と身体を作る。

2月～3月 20

1月～2月

17  琉舞講座 一般市民

11,089

100 94 88 89
3,315利用者数 2,159 3,223 3,395 2,179 2,212

合      計
利用日数 60 88 101

0 0 74

73

90 91

26

56

1 2

15

70

19

0 3 5 11

195 112
16

281

16 16

450

12

248 216
11 6 67

利用日数 9 19

135
6

図書室

利用者数 70

視聴覚室
利用日数

125

1

創作室

利用者数

利用者数

0 0 2

11196

171177

2
利用者数 45 31 0 0

150

利用日数 0

その他
利用日数

0
0

261183

55 41
54 2

2,467
11

11
238

6 9
141

29 448 0
2 3

186

8 8
15

19

49

11

19

227 283

0 0 0

163 297 182

101

0
652

定員（人）

1,073

92
2,545

83

8

3

13
4,483

184

1 一般市民 30

9495
4,0904,817

2 4

学習内容・テーマ

16

男性料理講座
男性も厨房に入ろう!交流を楽しみながら本格
的なイタリア料理にチャレンジしよう。

5月～6月

挿し木から始めるプーゲンビレア、土作りや施
肥、育て方を学び生活の潤いに役立て、クロト
ンの種類や楽しみ方について学ぶ

花作り講座

事業名

20

4
大工講座
「ＤIYにチャレンジ」

土地利用図をみながら土地や建物に関する
法律を学び、ブロックやモルタル等を使って階
段を作ってみよう。

5月～6月 6 一般市民

一般市民

3
島講座（野村流）
はじめての三線

20 一般市民
三線（野村流）を習う事により、沖縄の伝統文
化に触れる。その音色に合わせて唄ったりし
ながら上達をめざす。

6月～7月

7

5
「ワンニャンライフ」
（獣医さんからの立場）

家族としてペットを迎え入れた時の快適な生
活環境、病気や治療、食事、その他について
学ぶ

6月～7月 6

　絵本講座
「親と子の絵本タイム」

心を豊かに育てる絵本に出会いましょう。絵本
の選び方や楽しさ、大切さについて学ぼう。

7月～8月

8
ＤIY講座
「モザイクタイル」

30

6 夏休み親子陶芸教室
親子で挑戦　!　オリジナルのシーサーや器な
ど、世界に一つだけの作品を作ってみよう。

7月～8月 4 親子 15組

一般市民

10 15

9 筆遊び講座
自分の感情や想像力をそのまま筆の動きにの
せて書いてみよう。 9月～10月 10 一般市民 20

20

13

一般市民
タイルを使ったアートの世界を楽しもう。個々
のアイディアで作品作りに挑戦する。

8月～9月

10 油絵講座
油絵の用具や画材の基礎知識を学び好きな
題材で描いてみよう。

9月～11月 20

15

20 一般市民
これからパソコンを始める人向けに、バソコン
の基本動作をゆっくり、じっくり学びます。

１２月

AED使用方法や止血方法など、実施訓練を
通して落ち着いて対処する術や心得を学ぶ

１２月

20

 Excelの基本動作を学び、日常生活において
も活用する。 20 一般市民

15  手作り講座
ブリザーブドフラワーの特色を生かしながら
様々なフラワーアレンジの技法を学ぶ。

１2月～1月 10

14 救おう！命！

一般市民

１２月

2 一般市民 20

20

一般市民 20

12 パソコン講座（Word初級）

18

16  リフレッシュエアロ講座

パソコン講座（Excel初級）

基礎代謝アップの為有酸素運動やストレッチ
を学び、健康的に前進のシェイプアップをめ
ざす。

4,908

2010月～11月
沖縄古来の紅型の基礎知識を学び、自分の
好きな作品を作る。

紅型講座11

一般男性

4月～11月

対象時間数時期

2,9163,615
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（２）城辺公民館（城辺農村環境改善センター）
宮古島市城辺字福里５７９番地の２　　 電話　０９８０－７７－４９０３ ＦＡＸ　７７－４２２７
① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート造
： ２４，９５０㎡
： １，４６０㎡ １階：１，４２２㎡ ２階：３８㎡
： 平成２年４月

② 主な施設
＜１階＞

： ８００人収容 講演会、発表会、展示会、レクリエーションに利用できます。
： １００人収容 憩いの場所として、談話や小展示などに利用できます。
： 　３０人収容 講座、研修会などに利用できます。
： 　３０人収容 調理台７台、季節の料理、各種料理などに利用できます。

＜２階＞
： 映写機を利用した学習会、映写会などに利用できます。

： 音響や照明の調整を行います。

③ 平成２６年度事業実績（城辺公民館）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

④ 平成２６年度サークル一覧（城辺公民館）

１

２

３

⑤　平成２６年度利用状況（城辺公民館）

40 2,942170 17 340 1,510 10 30
6320

利用者数 170 55 500 0 100
6 4 1 1 1 31

1,235 1,070 10,580 170 0 19,786
0 59

利用者数 80 180 4,150 100 １，０８ 300 840
5 6 12 6 5 2利用日数 2 4 10 1 6

計１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

女声コーラス 普天間　孝子 毎週火曜日 ２０：００～２２：００ 735
てぃだサークル 下地　清 毎週火・木曜日 １４：００～１６：３０ 116

サークル名 代表者名 曜　　日 活動時間 人数

      

合計

40 堀金　枝美

もっと素敵にカラオケ講座 １１月～１２月 6 6 一般市民 25 78 小野寺　千代子

和紙で丈夫な物作り講座 １２月 5 10 一般市民 10

31 チガヤ工房

初めての大正琴講座 ９月～１１月 10 20 一般市民 15 59 狩俣　カツ子

昔ながらの民具作り講座 １０月～１１月 6 12 一般市民 15

92 川上　克枝

美しく舞う琉球舞踊講座 ９月～１０月 10 20 一般市民 30 133 神里　和子　

夏休みこども書道講座 ７月～８月 5 10 児童 20

80 石垣　真由美

初心者にやさしい三線講座 ６月～８月 10 20 一般市民 20 109 仲間　寛安

エアロビクス講座 ６月～８月 10 20 一般市民 20

105 砂川　カズ子

児童絵画教室 ７月 5 10 児童 30 138 西里　恵子

健康づくり・ﾚｸｴｰｼｮﾝ講座 ５月～７月 10 20 城辺地区高齢者 35

97 川平穂世　他１人

貝細工講座 ５月～６月 5 10 一般市民 25 95 進藤　吉洋

対象者 定員 受講者（延人） 講師名

パソコン講座 ５月 10 20 一般市民 12

映 写 室
音 響 室

事業名 期　間 回数 時間

延 床 面 積
建 築 年 月

大 ホ ー ル
会 議 室
研 修 室
料 理 講 習 室

構 造
敷 地 面 積

20 一般市民 10

4

2月～3月

一般市民 3019  法律講座 生活に密着したお役立つ講座 2月～3月

874
３Ｂさわやかサークル 砂川　カズ子 毎週水曜日 １４：００～１５：３０ 23

115利用日数

会  議  室

20  水墨画講座
基本的な筆の使い方、面や線の描き方など、
墨色の独特な画風の技術を習得する。

大 ホ ー ル

55



⑥　平成２７年度事業計画（城辺公民館）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

（３）上野公民館（上野農村環境改善センター）
宮古島市上野字野原７０８番地の１　　 電話　０９８０－７６－２４８３ ＦＡＸ ７６－６３９８
① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート２階建
： ４８，６６７㎡
： １，４２５㎡
： 昭和５３年８月

② 主な施設
： ３００人収容 講演会、発表会、展示会、レクリエーションなどに利用できます。
： 　３０人収容 サークル、会議、研修会などに利用できます。
： 　２０人収容 会議、研修会などに利用できます。
： 調理台２台、回転釜１台設置。料理教室などに利用できます。
： 　４０人収容 サークル、会議、研修会などに利用できます。

読書や資料活用ができます。
　５０人収容 主にサークル活動として利用できます。

③ 平成２６年度事業実績（上野公民館）

5月～3月 24 一般市民・親子

砂川　純子

4 夏休み子ども陶芸教室 ７月 2 4 幼～小６年 30 56 佐渡山 安公

夏休み子ども絵画教室 ７月～８月 5 10 小１～３年 117

宮城　育子

2 いきいきシルバー講座 ６月～１２月 10 20 一般市民 30 140  宮古警察署　市環境衛生課
和田芳勝　　伊志嶺智里

受講者（延人) 講師名

1 三線講座 ５月～８月 10 20 一般市民 15 49

建 築 年 月

事業名 期　間 回数

3

構 造
敷 地 面 積

ヨガ講座
ヨガをとおして、自分自身の心と体を見つめ直しリフレッ
シュを図る。

大 ホ ー ル
会 議 室
生 活 研 修 室

1月～2月 20 一般市民

延 床 面 積

20

もっと素敵にカラオケ講
座

基本的な発声から楽しく歌えるまでを学び、歌う楽しさを知
る。

11月～1月 16 一般市民 20

一般市民 20

月桃・あだん葉で物作り
講座

あだん葉や月桃を使い、物入れやバック等を作る。 10月 10 一般市民 15

20

琉球舞踊講座 琉球舞踊の基礎を学び、郷土芸能に慣れ親しむ 9月～11月 8 一般市民 15

20
旬の食材で楽しくクッキ
ング講座

季節ごとの旬な食材を用いて料理の基礎を学ぶ。

児童生徒 30

夏休み子供絵画教室 絵画、写生をとおし、子供たちの豊かな情操を培う。 8月 10 児童生徒

初めての三線講座
エエ四の読み方や三線の初歩を学び、あわせて民謡を楽
しむ。

6月～8月 20 一般市民 20

対象 定員（人)

12

和紙で季節の貼り絵講
座

和紙を使った貼り絵の基礎を学びながら、季節にあった題
材に取り組む。

5月～10月 24 一般市民 15

129
3,436 10,630 210 40 24,628

18 24 15 13 4 1

40 500 40 0 0 1,350
0 10

利用者数 0 40 0 40 0 290 400
2 1 1 2 1 0

そ  の  他
利用日数 1 1 0 1

66 56 0 0 0 227
0 17

利用者数 5 0 0 0 43 30 30
2 2 5 2 3 0

調  理  室
0利用者数

利用日数 1 0

12
300 0 10 0 323

3 0 1 3 1 0
研  修  室

利用日数 0 1 0 0 3 0

時間 対象者 定員

15

図 書 室
多 目 的 室

調 理 実 習 室
和 室

夏休み子供書道教室 習字をとおして、正しく美しい文字の基本を習得する。 7月～8月 20

大正琴講座 大正琴を楽しみながら基礎を学ぶ。 9月 6

1404,650

205月パソコンの技術を身につけ情報社会への対応を可能する。パソコン教室

時期 時間数

277255利用者数

事業名 学習内容・テーマ

12
1,6811,2947901,225

132117

0

9

0 2

0

利用日数

合       計

0704002

一般市民
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④ 平成２６年度サークル一覧（上野公民館）

１

２

３

４

５

６

⑤　平成２６年度利用状況（上野公民館）

30 209

1,083２０：００～２２：００毎週火曜日　伊志嶺　厚子健康体操サークル

人数

451

0

北村　路子12 パワーヨガ講座 １月～３月 14 14 一般市民

伊良部　美香

11 筋トレで体力作り講座 1月～２月 6 12 一般市民 30 122 石垣 真由美

15 佐渡山　亮太

30 2710 ダンスエクササイズ講座 1月 4 8 一般市民

15 37 与那覇 久美

9 キャンドル作り講座 １２月 1 2 一般市民 20

8 エコクラフト講座 10月～１1月 6 12 一般市民

石垣 真由美

7 健康吹き矢講座 １１月～１２月 4 8 一般市民 30 39 斎藤　司

一般市民 15 79 髙里　和子

6 エアロビクス講座 １０月～１２月 10 20 186

5 新舞踊講座 ９月～１１月 10

30

サークル名 代表者名

20

曜　　日

一般市民

松本　孝司 毎週水曜日 １４：００～１６：００ 26

ﾌﾟｱｴﾅ宮古ﾌﾗｻｰｸﾙ 外間　麻子 毎週日曜日 ９：００～１１：００ 736

毎週日曜日 １１：００～１２：００ 280

なおきバンド 愛澤　直樹 第１・３土曜日 １４：００～１６：００

　

　 　 　

１月 ２月 ３月 計

大 ホ ー ル

利用日数 9 10 10 10 11 10 16 14 16 16 17 14 153

利用者数 190 414 211 258 609 675 528 629 2,631 726 468 228 7,567

会  議  室

利用日数 4 2 3 7 8 6 6313 5 2 4 4 5

13 46 30 39 612

和       室

191439利用者数

利用日数 6 8 9 10 5 6 7 7 5 5 4 4 76

利用者数 53 87 78 82 48 64 74 91 56 46 35 28 742

2 0 0 0

料理実習室

利用日数 0 0 0 0 0 0 2

利用者数 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0

0 0 0 0 20

利用者数 0 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18

図書室

利用日数 0 0 0 0 0 0 60 0 0 3 2 1

0 3 2 1 6

青年会室

利用者数

利用日数 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

78

0 612

利用者数 68 0 0 0 0 0

0

0 10 0 0 00

1 0 0 0 0

ピロティ

利用日数 0 0 0 0 0 1

利用者数 0 0 0 0 0 10

00利用日数

100 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 7

1,076 0 0利用者数 0 0 7 58 0 0 1,1410

00021

0 0

その他

00000000

0

0利用日数

生活研修室

3711152109103

0001 01

0 0

２０：００～２１：３０毎週水曜日宮城　育子上野三線クラブ

１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

ジャフリカン宮古

　 　　

親子フラダンスの会 川満　直美

活動時間
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⑥ 平成２７年度事業計画（上野公民館）

（４）下地公民館
宮古島市下地字上地６２８番地の１　　 電話　０９８０－７６－６０１７ ＦＡＸ　７６－６０１８
① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート２階建
： １７，１８２㎡
： ８７４㎡ １階　５３８㎡ ２階　３３６㎡
： 昭和５３年３月

② 主な施設
： ２００人収容 各種団体の集会の会場となり又軽スポーツなどに利用できます。
： 　３０人収容 サークル、会議、研修会などに利用できます。
： 　３０人収容 料理講習などに利用できます。
： 婦人会や青年会の活動の拠点として利用できます。
： 各種展示会に利用できます。
： 講座、サークル、会議、研修会などに利用できます。
： 自由に利用でき、読書、資料活用ができます。
： 映写会、会議などに利用できます。

10 絵てがみ講座
「ヘタがいい、ヘタでいい」を合い言葉に
初心者でも楽しく絵てがみを始められる。 10月～11月 8

9 エコクラフト講座

8 新舞踊講座

15
エコクラフトの基礎を学び、手芸を楽し
む。

10月～11月 12

10 小１年～小３年

15

一般市民 15

一般市民

一般市民 1520

15

3 ヨガ＆マッサージ講座

民具作り講座
昔ながらの民具作りの技術を習得し、オリ
ジナルの作品を作る。 1月～2月 一般市民

4 園芸講座 5月～10月

7～８月

いきいきシルバー講座
元気でいきいきとした人生を過ごせるよう
踊りやレク、体操等で健康増進を図る 5月～12月 20

ヨガをとおして、自分自身の心と体を見つ
め直しリフレッシュを図る。 8月～11月 16

花(果樹)を育てる基礎を学ぶことで管理
に興味を深める。 8 一般市民

定員（人)

30

一般市民

15

7月～10月

婦人会・青年 会室

構 造

建 築 年 月

大 講 堂
小 講 堂

エアロビスク講座

15

13

4

1月～３月 16

14 キャンドル作り講座 オリジナルのキャンドル作りを体験する。

7

20

１２月

大正琴講座
大正琴の基本的な知識・技術・技法を学
び生涯学習の一環とする。

30

ストレッチや体操で体を動かし、毎日を健
康で過ごす。 9月～12月 16 一般市民

時期

小学生親子
宮古焼きの陶芸作りを楽しみながら、陶
芸の基礎を学ぶ。

一般市民 15

5

12 簡単体操講座 簡単体操をとおしてリフレッシユを図る。

30

4

絵画を楽しみながら、夏休みを有意義に
過ごす。

日本舞踊の基礎を学び、日本舞踊を楽し
む。

9月～１1月

8

15

15

30

27

合         計

利用日数 24 21 23

10,194

316

733

23 38 26 28 28

757 3,786 535 296

一般市民

一般市民

時間数 対象

一般市民

一般市民20

821

建 築 面 積
敷 地 面 積

展 示 室
和 室
ロビー・図書室
視 聴 覚 室

調 理 実 習 室

5月～8月
沖縄伝統芸能である三線に親しみながら
奏法の基礎技術を習得する。三線講座1

11

6

7月夏休み子ども陶芸講座

夏休み子ども絵画講座

2

事業名

801766509315525350利用者数

学習内容・テーマ

2430 24
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③ 平成２６年度事業実績（下地公民館）

④ 平成２６年度サークル一覧（下地公民館）

1

2

⑤　平成２６年度利用状況（下地公民館）

　

飯田　八寿子

川平　穂世

64 髙江洲　恵忠

5

470
17 26

463
440

6,010295 364 534 798 823 201581 539 446
58 58

496

合         計
利用日数 26 31 43
利用者数

28 20 28 62 389

47 39 32 28 35

5 7 6 8 18 113

476
その他（駐車場）

利用日数 6 5 8 18 23 4 5

111 0 5 0 0 017 18 92 70 123 40

0 0

0 1 0 0 0 39

0 0 0 0 0 0利用者数 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

311
パソコン室

利用日数 0 0 0 0 0 0 0

57 6 33 0 0 0
0 0 20

利用者数 0 0 0 135 0 80
0 7 4 1 2 0

調理実習室
利用日数 0 0 0 6

22
0 0 0 15 220

0 0 0 0 0 1

386 4,614
和　　　　室

利用日数 1 2 0 1 6 10

353 334 470 380 181 442利用者数 256 323 414 515 560
26 18 11 18 16 246利用日数 17 22 29 29 22 17 21

大　講　堂
１月 ２月 ３月 計

ハワイアンフラ・サークル 仲里　祐子 毎週木曜日 ２０：００～２２：００ 848
ヨガ・サークル 幸地　キヨ 毎週火曜日 ０９：３０～１１：３０ 271

45 斎藤　和美

サークル名 代表者名 曜　　日 活動時間 人数

167 佐久川　稔40

15 81 与那覇　久美

12 生け花（一葉式）講座 １０月～１１月 5 10 一般市民 15

11 エコクラフト講座 １０月～１１月 6 12 一般市民

平良　宗幸

10 有酸素運動講座 ９月～１１月 10 20 一般市民 40 247 石垣　真由美

102 金城　敏信

9 親子茶道講座 ８月 5 10 親　子 20 55

20 26 長間　勝子

8 親子陶芸講座 ８月 5 10 親　子 20

7 ハーブオイル講座 ７月 2 4 一般市民

パソコン講座 ７月 10 20 一般市民 20 162

20 129 川平　穂世

4 盆栽講座 ６月～７月 5 10 一般市民 20

3 三線講座 ５月～７月 10 20 一般市民

平良　耕次郎　他

2 琉舞講座 ５月～７月 10 20 一般市民 20 168 友利　久美子

受講者（延人） 講師名

1 タケアラ学校講座 ５月～３月 8 16
下地地区
６０代以上 40 146

事業名 期　間 回数 時間 対象者 定員

6 アロマオイル講座 ６月～７月 2 4 一般市民 20 28

13 健康マッサージ講座 １月～２月 5 10 一般市民

2017137763281518利用者数

8974622利用日数

利用者数

視聴覚室

020956315084利用者数

１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月
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⑥ 平成２７年度事業計画（下地公民館）

（５）伊良部公民館
宮古島市伊良部字前里添１０５６番地の１　　 電話　０９８０－７８－３５５８ ＦＡＸ　７８－６２１０
① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート造２階建
： ２７，６３１㎡
： １，５０４㎡
： １，６８２㎡
： 平成１０年３月

② 主な施設
： ６００人収容 講演会、発表会、展示会、祝い会場等に利用できます。
： 　３０人収容 各種講座、サークル、研修会などに利用できます。
： 　３０人収容 料理教室、講習などに利用できます。
： 　１０人収容 サークル、会議、研修などに利用できます。

： 　３０人収容 サークル、学習会、講演会などの利用ができます。
： 　２０人収容 発表会、祝いなどに利用できます。
： 　　５人収容 読書と資料活用ができます。

③ 平成２６年度事業実績（伊良部公民館）

渡久山　紀子

3 エコクラフト講座 9月～10月 5 10 一般市民 10 59 池間　英子

215 砂川　修代

2 絵画（教室）講座 8月 5 10 一般市民 15 58

定員 受講者（延人) 講師名

1 新舞踊講座 5月 10 20 一般市民 20

事業名 期　間 回数 時間 対象者

： 　２０人収容 集会、談話、交流の場として利用できます。

視 聴 覚 室
控 室
図 書 室

建 築 年 月

大 ホ ー ル
和 室
実 習 室
会 議 室

高 齢 者 ・ 子 供
交 流 室

構 造
敷 地 面 積
床 面 積
建 築 面 積

10

13 健康マッサージ講座
健康な身体を維持するため、マッサージの作
法を学ぶ。

1月～２月 10 一般市民 30

一般市民10

一般市民 20

30

10 水墨画講座
水墨画の基礎を学び作品制作を通して
生活空間を彩る。

9月～10月 10

20

一般市民 20

9 有酸素運動講座
基礎体力を向上させ、丈夫で健康な身体をつ
くることを目的とする。

8月～10月 20 一般市民

一般市民

親子

15

6 料理教室講座
家庭で気軽に作れるスイーツ作りを学
ぶ。

7月～8月 8

20親子陶芸講座7

20

20

一般市民 20

5 パソコン講座
パソコンの初歩基礎操作から、文書作成・表計算・図
形利用・印刷等の基本創作を取得する。 6月 20 一般市民

沖縄の伝統芸術である三線に親しみなが
ら技術を習得する。

5月～7月 20 一般市民

40

2 盆栽講座
日本の伝統文化である盆栽に触れ生活に潤
いと気持ちのゆとりを取り入れ緑に親しむ。

5月～7月 10 一般市民 15

1 タケアラ学校（６０代）
健康で生きがいある人生を送るため、時代に
応じた教養を身につけ楽しい学習活動を目的
とする。

5月～3月 16
下地地区
６０代～

事業名 学習内容・テーマ 時期 時間数 対象 定員（人）

10月～11月
身近に咲いている花木を素材に「いけ花（一葉式）の
基礎を学び、楽しさを日常生活に取り入れる。生け花講座12

ペーパークラフト講座11

109月
ハワイアンの曲に触れながらウクレレの音色を
楽しみながら弾けるようにチャレンジ。ウクレレ講座8

手芸の手法を学びながら、生活空間の色
彩を楽しむ。

１０月 12

一般市民206月～8月
古くから伝わる琉舞講座を、初歩から応
用まで幅広く学ぶ。

琉舞講座4

壷屋焼の技法を学び親子で作る楽しさを
あじわう

8月 10

三線講座3
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④ 平成２６年度サークル一覧（伊良部公民館）

１

２

３

４

５

６

⑤　平成２６年度利用状況（伊良部公民館）

会　議　室

⑥ 平成２７年度事業計画（伊良部公民館）
　

　

6

　

20９月～１０月琉舞（教室）講座

10

　 　 　 　 　

10

4 三線講座
三線の基礎を学び、郷土民謡を習得し楽
しむ。

８月～９月 20

20

15

一般市民 15

3 エコクラフト講座 手法を学び作り上げる楽しさを知る。 ９月～１０月 10 一般市民

定員（人）

11,595

歌謡曲に合わせて踊り、美しい舞い姿、
表現力を身につける。

５月 20 一般市民

学習内容・テーマ 時期 時間数 対象者

24 21 341
利用者数 356 683 702 999 710 2,287

38 39 35 37 6 15

0 0 0
合         計

利用日数 28 32 29 37

0 0 0 0 0 0
00000

利用者数 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0
利用者数 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 375
図　書　室

利用日数 0 0 0 0 0 0

14 42 132 0 59 0
3 0 0 39

利用者数 21 20 45 42 0
4 0 3 4 12 0

視聴覚室
0504利用者数

利用日数 3 3 7

29
30 8 111 20 534

2 1 1 1 5 1

0 0 140

利用日数 1 2 0 1 7 7

58 36 0 20 0 0
0

利用者数 20 0 6 0
101利用日数 10025

5 76 183 164 1,831

1 0 0 0 0

192
利用者数 181 146 123 205 154 190 179 225

16 19 1 7 15 17

530 8,715
和　　　室

利用日数 22 20 15 21 17 22

1,921 430 372 690 1,525 1,020利用者数 130 467 528 731 371
4 4 4 4 3 71利用日数 1 7 6 11 9 5 13

大ホール
１１月 １２月 １月 ２月 ３月 計４月 ５月 ６月 ７月 ８月

与那嶺三線サークル 与那嶺　勝行

９月

毎週水曜日

１０月

１９：００～２１：００ 70
三線サークル・古典野村流 友利　裕美 毎週木・日曜日 １９：００～２１：００ 129

太鼓サークル 平山さおり 毎週水・金曜日 １９：３０～２１：００ 330
フラダンスサークル  室上　直美 毎週土曜日 ９：００～１１：００ 328

佐良浜三線同好会 浜川　孝之 毎週火・水・金曜日 １９：００～２１：００ 1,696
大正琴サークル 仲間美江子 毎週土曜日 １３：３０～１５：３０ 126

サークル名 代表者名 曜　　日 活動時間 人数

譜久村　喬

　　 　 　 　 　

197 湧川　絢子

6 パソコン講座 11月　 10 20 一般市民 10 93

15 118 浜川　孝之

5 琉舞（教室）講座 9月～10月 10 20 一般市民 20

4 三線講座 8月～9月 10 20 一般市民

一般市民　20１１月　
操作する基礎を学び、楽しみながら基礎
的な知識を得る。

パソコン講座

5

児童生徒10８月
絵画の基本を習得し、絵を描くことの楽し
さを知る。

絵画（教室）講座2

琉球舞踊の基本を習得し、伝統芸能を学
ぶ。

20 一般市民

1

7141,3141,668725759678

事業名

新舞踊（教室）講座

000利用日数

そ　の　他

102712612721

実　習　室
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久松地区公民館
電話　０９８０－７２－７９９７ ＦＡＸ兼用

① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート平屋

： １，８５９．３７㎡

： ６２５㎡

： 昭和６２年３月

② 主な施設

： ４００人収容 講演会、発表会、展示会、レクリエーションに利用できます。

： 憩いの場所として談話や小展示などに利用できます。

： ガスレンジ付き調理台が２台あり、各種料理実習に利用できます。

： お茶や生け花などのお稽古やサークルの集まりなどに利用できます。

： 学習、読書会、子供会などの集会に利用できます。

③ 平成２６年度事業実績（久松地区公民館）

④ 平成２６年度サークル一覧（久松地区公民館）

１

２

３

４

⑤　平成２６年度利用状況（久松地区公民館）

0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

利用者数 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2226利用者数

利用日数 0 0

2 3 46

39 6 11 29 326

7 6 2 1 5 1

和　室

利用日数 5 4 4 6

1,222 1,671 335 540 345 7,835

12 195

利用者数 385 466 495 292 584 725 775

13 23 18 20 12 16利用日数 15 16 16 18 16

３月 計

大 ホ ー ル

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

パッチワークサークル 桃原　美智子 毎週火曜日 ２０：００～２２：００ 199

ヨガサークル 花岡　理佐子 毎週木曜日 ９：３０～１１：００ 658

社交ダンスサークル 杉本　昌子 毎週水曜日 ２０：００～２２：００ 631

風の陣太鼓 友利　裕子 毎週木曜日 １９：３０～２１：００ 20

22 佐久川　稔

サークル名 代表者名 曜　　日 活動時間 人数

20 85  山下　貴子

9 男のストレッチ講座 12月 3 6 一般市民 20

8 初めてのヨガ講座 11月～12月 5 10 一般市民

下地　美智子

7
初めてのビーズアクセ
サリー講座

11月 2 4 一般市民 15 28 下地　幸子

32 後藤　のぞみ

6 レース編み講座 10月～11月 5 10 一般市民 15 60

20 132 新里　勝美

5 ハンドメイド講座 10月 5 10 一般市民 15

4 新舞踊講座 9月～11月 10 20 一般市民

 杉本　昌子

3 夏休み子ども絵画講座 8月 5 10 児童 15 76 平良　ヒロ子

112 佐久川　稔

2 社交ダンス講座 6月～7月 10 20 一般市民 20 153

定員 受講者（延人) 講師名

1 ストレッチ講座 5月～月 5 10 一般市民 30

事業名 期　間 回数 時間 対象者

講堂（大ホール）

ロビー兼展示室

料 理 講 習 室

和 室 約15人収容

会　　　議　　　室 約20人収容

構 造

敷 地 面 積

延 床 面 積

建 築 年 月

宮古島市平良字久貝２２３番地の１　　　　

（6）

817434950

料理講習室

26
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⑥ 平成２７年度事業計画（久松地区公民館）

西原地区公民館
宮古島市平良字西原１０７８番地　　　　の２ 電話　０９８０－７２－１７３２ ＦＡＸ兼用
① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート平屋建
： １，９０２㎡
： ６２５㎡
： 昭和６３年５月

② 主な施設
： ３００人収容
： ２５人収容 生け花、茶道、着付けなどの学習に利用できます。
： ２５人収容 各種料理実習に利用できます。
： ３０人収容 小規模な集会や学習会などに利用できます。
： １０人収容 読書と資料の閲覧ができます。

③ 平成２６年度事業実績（西原地区公民館）

斎藤　由起子

6 新舞踊講座 10月～11月 8 16 一般市民 20 106 砂川  アイ子

205 池田　千香子

5 アイディア物作り講座 10月～11月 3 6 一般市民 15 30

15 52 下地　幸子

4 初心者向けトーガニ講座 10月～11月 10 20 一般市民 20

3 ビーズで作るオリジナルアクセサリー講座 10月 3 6 一般市民

平良　ヒロ子

2 キッズ服ハンドメイド講座 9月～11月 7 14 一般市民 15 90 後藤　のぞみ

受講者（延人) 講師名

1 サマー絵画教室 8月 8 16 児童生徒 20 160

事業名 期　間 回数 時間 対象者 定員

 （7）

構 造
敷 地 面 積
延 床 面 積
建 築 年 月

講堂（大ホール） 講演会、発表会、展示会、レクリエーションなどに利用できます。
和 室
調 理 室
会 議 室
図 書 室

20

8 小物作り講座
作る魅力を味わいながら、作り上げる楽し
さを知る。

１０月 10

20

一般市民 15

7 ヨガ講座 ヨガのポーズと呼吸法の基本を学ぶ。 １０月 10 一般市民

一般市民

児童・生徒

15

4 夏休み書道講座
習字を通して正しく美しい文字の基本を
習得する。

８月 10

20キッズフラダンス講座

15

14

児童・生徒 15

3 夏休み絵画講座
絵画、写生を通して、子ども達の豊かな
情操を培う。

８月 10 児童・生徒

定員（人）

8,396

母の日に向けてブリザード＆リボンフラ
ワーでオリジナル作品を作る。

４月 10 一般市民

学習内容・テーマ 時期 時間数 対象

20 265
利用者数 445 517 521 348 637 772

20 33 20 25 13 19

00 0 0 0 0
合      計

利用日数 23 23 20 25 24

0
0

利用者数 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0
000 0

15 0 0 15 85 235
5 24

利用者数 34 29 0 6 4 4 43
1 8 1 0 0 1

会　議　室
利用日数 3 3 0 1 1

20９月
琉球舞踊の基本を学び、芸を身につける
とともに、心身を豊かにする。

琉球舞踊講座6

5 ダンスを楽しみながらリズム感を養う。 ８月 20

一般市民10４月
囲碁の普及と技量の向上を目指し、思考
力を高める。

囲碁講座2

4595663411,7101,245835

1

事業名

コサージュ講座

000利用日数

そ　の　他
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④ 平成２６年度サークル一覧（西原地区公民館）

1
2
3
4

平成２６年度ひらら大学事業実績

⑤平成２６年度利用状況（西原地区公民館）

⑥ 平成２７年度事業計画（西原地区公民館）

20

10 一般市民

20

4 新舞踊講座
歌謡曲に合わせ優雅に舞い、新舞踊の
基礎を学ぶ。

8月～10月 20

一般市民

15

15

20

一般市民 20

3 三線講座
三線のノウハウを教え、優しい曲にも挑戦
します。

7月～9月 20

生活の身近に浸透してきたアロマについ
て学び、アロマを使い必需品を作る。

6月 6 一般市民

629 11,6981,070 1,590 1,443 1,726

事業名 学習内容・テーマ 時期 時間数 対象 定員（人）

353 278
26 16 24 33524 33 26 29

利用者数 943 860 910 1,039 857

0 21
合      計

利用日数 39 29 27 36 26

0 6 0 15 0 0
0 0 0 2

利用者数 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1

利用者数

利用日数 0 0 0

3064
0 37

63 33 6 0 341
2 4 2 6 5 1

0 20 178
会　議　室

利用日数 6 4 2 3 2

10 20 16 10 10 15
182113

利用者数 27 10 10 30

20 10 4 32 295

1 1 2 0 2

32
利用者数 57 14 20 48 29 13 28 20

3 2 1 1 1 3

577 10,863
和　　　　室

利用日数 7 2 3 5 3 1

997 1,500 1,401 1,618 295 268利用者数 795 806 866 928 812
21 20 18 14 19 246利用日数 23 22 21 25 20 20 23

大 ホ ー ル
１１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

５月～２月（第２・４水曜日） 20 砂川　寿美

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

講師名

琉球舞踊 481 ５月～２月（第２・４木曜日） 27 池田　千香子

日舞サークル友の会 砂川　アイ子 毎週土曜日 １５：００～１７：００ 291
琉舞サークル結の会 仲間　千代子 毎週金曜日 １５：００～１７：００ 215

ボランティア幸の会 浜川　和子 毎月第２・４火曜日 １４：００～１６：００ 18
コーラスゆりの会 本村　キミ子 毎週火曜日 １８：００～１９：００ 1,071

サークル名 代表者名 曜日 活動時間 人数

國仲　政子

20 79 与那覇　幸子　10
ビューティーストレッチ講
座

1月～2月　 7 14 一般市民　

10 新城　敏子

9
正月用アレンジフラ
ワー講座

12月 1 2 一般市民 20 8

15 30 渡久山　千代子

8 押し花年賀状講座 12月 1 2 一般市民 20

7 民具講座 11月 2 4 一般市民

1

一般市民1010月～11月
紅型の技法を基礎から学び、各々のアイ
ディアで美しい紅型の作品を作る

オリジナル紅型講座6

トールペイント講座5

一般市民206月～8月
琉舞講座の基礎を学び、舞踊を通し仲間
と踊る楽しさを分かち合う。

琉舞講座2

各自テーマを考え、トールペイントの作品
を完成させる。

10月～11月

アロマ講座1

12404063314
図　書　室

13利用日数

料理講習室

回数活動時期参加者（延べ）事業名

大正琴 109
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下崎地区公民館
宮古島市平良字荷川取４８６番地８　　　　 電話　０９８０－７３－００４４ ＦＡＸ兼用
① 施設の概要

： 鉄筋コンクリート２階建
： １，０００㎡
： ６０３㎡
： 平成３年３月

② 主な施設
： ３００人収容 講演会、発表会、レクリエーションなどに利用できます。
： 読書と資料の閲覧ができます。
： 生け花、茶道、着付けなどの学習に利用できます。
： 視聴覚機器を利用した学習会などに利用できます。
： 料理講習会などに利用できます。
： 小規模な集会や学習会などに利用できます。

③ 平成２６年度事業実績（下崎地区公民館）

④平成２６年度利用状況（下崎地区公民館）

4 一般市民

20

8 昔懐かし民具講座
民具の良さを知る事で身近にある物か
ら、作品を作る。

11月 4

20

一般市民 15

花で和むお正月講座9

7 壁掛けシーサー講座
シーサーの作成法を学ぶとともに、オリジ
ナルの作品を作る。

10月～11月 2
小中学生
一般市民

134 0 0 0 0
000

利用者数 0 0 0 0 0 0

9 22 38 2 174

0 0 0 0 0

40
利用者数 13 2 9 2 2 6 61 8

8 3 4 5 5 1

58 790
調　理　室

利用日数 4 1 4 1 1 3

57 80 82 183 30 56
5 5 5 83

利用者数 0 38 63 51 92
8 8 5 5 6 11

和　　　　室
428314505利用者数

利用日数 11 8 6

199
810 334 260 157 5,076

33 19 13 15 10 9利用日数 13 18 20 17 13 19

１２月 １月 ２月 ３月 計
大 ホ ー ル

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

10 25 友利　和子

      

9 生け花講座 １２月　 2 4 一般市民

中松　陽子

8 ビーズアクセサリー講座　 １２月　 2 4 一般市民 15 28 下地　幸子　

52 西平　富士子

7 フラダンス講座講座 １０月～１２月 6 12 一般市民 20 85

20 188 池間　美代子

6 フラワーアレンジ講座 ９月～１０月 5 10 一般市民 15

5 琉球舞踊講座 ９月～１１月 10 20 一般市民

下地　由美子

4 小物作り講座 ９月 5 10 一般市民 15 69 伊計　宏美

204 石垣　真由美

3 アロマ作り講座 ５月～７月 5 10 一般市民 15 62

15 80 奥平　弘華

2 シェイプアップ運動講座 ６月～７月 10 20 一般市民 20

1 春の編み物講座 ５月 5 10 一般市民

回数 時間 対象者 定員 受講者（延人) 講師名

調 理 室 １０人収容
会 議 室 １５人収容

事業名 期　間

建 築 年 月

大 ホ ー ル
図 書 室
和 室 １５人収容
視 聴 覚 室

（8）

構 造
敷 地 面 積
延 床 面 積

自分流に花を生ける喜びを味わう事で、
和のテイストを大切にする。

12月

000利用日数

会　議　室

551795317250355

2 2
0 134
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⑤ 平成２６年度サークル一覧（下崎地区公民館）

1

⑥ 平成２７年度事業計画（下崎地区公民館）

20

15

7 社交ダンス講座
社交ダンスの基本ステップを習得し、地域
の人々の交流を深める。

11月～12月 12 一般市民

一般市民

10月 12 一般市民

15

4 琉球舞踊講座
琉球舞踊の基礎をしっかり習得し、日々
の生活の中で活用する。

9月～11月 20

15

ヨガ講座 20

20

一般市民 20

3 ハワイアンキルト講座
ハワイアンキルトを使ってオリジナル作品
を楽しむ。

８月 10

定員（人）

ストレッチ運動で体をリフレッシュし、日々
の生活を楽しくする。

5月 16 一般市民

事業名 学習内容・テーマ 時期 時間数 対象

1,070

1,488

641 1,002 386 354 217 6,174
20 15 324

利用者数 518 354 500 408 344 380
22 27 48 28 28 25

合      計
000

利用日数 28 27 30 26

0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0利用日数 0 0 0 0
そ　の　他

1010月～11月
身近な材料を工夫する事で、手軽に出来
るステンシル手法を楽しく学ぶ。

ステンシル講座6

クラフト講座5

一般市民206月～7月
沖縄の伝統である三線を楽しみながら基
本を習得する。

三線講座2

一般市民

クラフトの色彩を楽しみながら手芸の技法
を学ぶ。

1

２０：００～２２：００毎週水曜日友利　洋子フラサークル

人数活動時間曜日代表者名サークル名

00000利用者数
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１　現状と課題 

　宮古島市は、１０月１日で合併１０周年の節目を迎え、新しい図書館と公民館を併合した「みらい創
造センター（仮称）」の建設（設計）も進められています。完成後は、これまで以上に設備及び図書館
資料の充実、図書館サービスの質の向上に頑張っていきます。
　現在の私立図書館のサービスは、平良図書館・平良図書館北分館・城辺図書館の３館と移動図書館車
みらい号Ⅱ世（平良図書館）及び夢の光号（城辺図書館）で行っています。中心館である平良図書館は
構造的な制約もあって手狭で市民の皆様には不便を来していますが、職員の資質の向上に努め皆様のご
要望に応えられるように取り組んで参ります。
　平成２６年度の図書館利用状況は、３館利用登録者数は前年度より1,358人増の 22,625人で対前年比
6.4%の増 （登録率は41.4％）、延べ入館者数は69,334人で前年より12.2％の減、貸出冊数は187,428冊
で前年より0.3％の微増となっています。
　年々増加傾向にある利用者のためにも、新しい図書館の早期完成が、待ち望まれます。

２　運営の基本方針

　　宮古島市立図書館は、子どもからお年寄りまで、すべての市民が日常的に気軽に利用できる学習施設

　であることをふまえ、市民の生涯学習と個々の課題解決を支援する。「市民に役立つ図書館」を目指し

　ます。

３　重点目標

　　市民一人ひとりがゆたかで生きがいのある充実した生活を送ることができるよう、多様化する学習ニ

　ーズに応じて図書館資料の収集、整理及び保存に努め、市民が気軽に利用できるよう努めます。

　（１）図書館基本サービスの充実

　　　　すべての市民を対象とした貸出しサービスを基本に、レファレンス（調べ物・読書案内）、リク

　　　エスト（予約）などを親切かつ的確に行い、市民の生涯学習向上と地域課題解決に寄与します。

　（２）資料の収集拡充と整備

　　　　市民の広範囲な要求に即した資料収集に努力し、本市に関する資料は各分野を問わず網羅的に収

　　　集し、その整理と保存に努めます。

　　　　高齢者、障がいを持つ方へ配慮した資料収集の拡充や整備を進めます。

　（３）移動図書館車の利用促進

　　　　住居場所による図書館のサービス提供の格差をなくすため、移動図書館車の利用促進を図り、住

　　　民のニーズにあった資料を定期的に利用できるように努め、図書館遠距離地域への周知拡大を図り

　　　、サービスを拡充します。 

　（４）学校図書館等との連携

　　　　学校図書館や幼稚園・保育関などの機関と連携を図り、園児・児童・生徒の読書環境整備充実に

　　　努めます。各校と教職員（園・所）の教（保）育に有益な情報と資料提供を目指します。また、公

　　　民館、博物館、研究者等と連携を密にし資料と研究・情報の公開に努めます。

　（５）読書活動推進に係る事業の実施及び活動団体の支援

　　　　市民の読書活動及び研究・情報支援などに係る事業を実施し、読書環境整備と拡大を図ります。

　　　　各地域や学校（所・園）に在する読書活動団体（サークル）等に必要な講習会や資料提供を実施

　　　し活動が円滑になるよう支援します。

　（６）情報通信技術（ＩＣＴ）活用サービスの推進

　　　　情報通信技術（ＩＣＴ）の多角的な活用により、新たなサービス提供の方向性を推進します。

　　　　市民参加の図書館運営とサービス拡充のため、ボランティア活動を積極的に受け入れ活用を推進

　　　します。

　（８）北分館の利用促進

　　　　郷土史講座を継続解説し、住民の郷土への理解を認識を深める。また、郷土資料、行政資料の収

　　　集に努め、地域文化の調査、研究に役立てる。

３節　図書館

　（７）ボランティア活動の推進
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４　平成27年度　事業計画

　       

　低学年(５日間)

　   

　高学年(５日間)

平良図書館・北分館 城辺図書館 平良図書館・北分館 城辺図書館

６
　
月

12
月

７
　
月

１
 
月

４
　
月

10
月

５
　
月

11
月

８
　
月

２
　
月

９
　
月

３
　
月

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★出張おはなし会

★子どもシアター

★移動図書館

★おはなし会

★出張おはなし会

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★移動図書館

★おはなし会

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

★子ども映画会

★平和資料展

★移動図書館

★おはなし会

★平和資料展

　   

★移動図書館

★おはなし会

★サマースクール

★ＤＶＤ上映会

★移動図書館

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

★添道キャラバン

★七夕集会

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

★納涼おばけまつり

★移動図書館

★英語おはなし会

★サマースクール

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

★移動図書館

★おはなし会

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

　（北分館）

★宮古郷土史講座(３回）

★移動図書館

★おはなし会

★秋の読書月間行事

　・一日図書館員

　・学級招待

★英語教室（大人）

★移動図書館

★おはなし会

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

★移動図書館

★おはなし会

★宮古郷土史講座（３回）

★蔵書点検

　（北分館）

★出張おはなし会

★学級招待

★おはなし玉手箱

★移動図書館

★ぬいぐるみおとまり会

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★出張おはなし会

★せつぶんまつり

★クリスマス会

★移動図書館

★おはなし会

★蔵書点検

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★学級招待

★出張おはなし会

★せつぶんまつり

★蔵書点検

★移動図書館

★おはなし会

★移動図書館

★おはなし玉手箱

★出張おはなし会

★移動図書館

★おはなし会
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５　施策の推進体制

　（１）宮古島市図書館協議会
　　　　①図書館協議会の任務（図書館法第１４条）
　　　　　図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う奉仕活動に
　　　　　つき、館長に対して意見を述べる機関とする。

６　平成２６年度事業実績 　

　（１）利用状況
　　　①貸出利用者数

　　　②貸出冊数

　（２）図書館の行事

　　　①平良図書館
　　　　（ア）おはなし玉手箱等

  行　事　名 ・内　容　等

　　　　（イ）行事的おはなし会

　　　　（ウ）子ども映画会(夏・冬休みに合わせた子ども向け映画上映会)

  

 幼児から小学生

 幼児から小学生

25

636

単位：人，％

平成26年度 平成25年度 対前年度 増減率

平良図書館 42,555 43,357 △ 802 △ 1.9

北　分　館 1,936 1,488 448 30.1

単位：冊，％

平成26年度 平成25年度 増減 増減率

城辺図書館 8,052 7,856 196 2.5

合　計 52,543 52,701 △ 158 △ 0.3

平良図書館 145,129 147,553 △ 2,424 △ 1.6

北　分　館 4,853 3,544 1,309 36.9

実施月 回数 参加人数

4月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・パネルシアター等） 3 47

城辺図書館 37,446 35,860 1,586 4.4

合　計 187,428 186,957 471 0.3

7月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・エプロンシアター等） 3 49

8月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・大型絵本等） 3 62

5月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居等） 3 74

6月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・パネルシアター等） 4 93

11月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・パネルシアター等） 4 85

12月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・パネルシアター等） 3 59

9月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・エプロンシアター等） 4 83

10月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・パネルシアター等） 3 55

3月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・エプロンシアター等） 3 65

計 38 761

1月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居・エプロンシアター等） 3 46

2月 おはなし玉手箱（導入・すばなし・絵本・紙芝居等） 2 43

実施月 内　　　容　　　等 回数   延貸出（冊）

4月 子どもシアター 1 74 704

参加人数

クリスマス会 1 212 717

6月 平和資料展（ＤＶＤ上映会） 1 43 1,202

8月 納涼おばけ祭り 1 186 45

1七夕集会

添道キャラバン
7月

12月

1 70

33

ぬいぐるみお泊まり会 1 20

計 7 638 3,329

12月25日  11:00　17:30 8

実施日 時　　間 対　象 参加人数

6月21日  11:00　17:30 43
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　　　②平良図書館・北分館
　　　　（ア）郷土史講座

　　　③城辺図書館
　　　　（ア）おはなし会

  

　　　　（イ）その他行事

  

　（３）島ぬ宝（こども）育成情報支援プロジェクト

　　　　（ア）学級招待（平良図書館）

345

80

85

33

92

825

2

30

60

41

167

137

111

1,288

回数行事内容

実施日 講師 講座名 受講者数

1 平成26年10月15日 下地　和宏 郷土史を理解するために 29

2 平成26年10月22日 下地　利幸 英雄たちの活躍 25

3 平成26年10月29日 久貝　弥嗣 発掘でみえてくるもの 20

4 平成26年11月5日
本　永　清

歌謡の中に見る男と女 56

6 平成26年11月19日
佐渡山政子

次世代につなぐ、宮古の文化 24
池城かおり

與那城美和

5 平成26年11月12日 宮川　耕次 若い世代が拓く表現と文化 25

4月 ボートビル・読み聞かせ・人形劇・紙芝居・エプロンシアター等 1 21

5月 フィンガーアクション・読み聞かせ・ペープサート・紙芝居等 1 30

計 179

実施月 内　容　 回数 参加人数

8月 おはなしタペストリー・読み聞かせ・紙芝居・ペープサート等 1 26

9月 ペープサート・読み聞かせ・パネルシアター・紙芝居・人形劇等 1 38

6月 フィンガーアクション・読み聞かせ・ペープサート・紙芝居等 1 18

7月 フィンガーアクション・ブラックシアター等 1 37

12月 ハンドベル・ペープサート・読み聞かせ・人形劇・ブラックシアター等 1 138

1月 フィンガーアクション・紙芝居・パネルシアター・ペープサート等 1 14

10月 フィンガーアクション・読み聞かせ・パネルシアター・紙芝居等 1 31

11月 フィンガーアクション・エプロンシアター・紙芝居・ペープサート等 1 20

計 12 434

実施月

2月 ボートビル・紙芝居・パネルシアター・読み聞かせ・人形劇等 1 34

3月 フィンガーアクション・紙芝居・読み聞かせ・ボートビル等 1 27

参加人数 延貸出（冊）

8月

6月

7月

1

1

10月

304

英語おはなし会

英語教室（大人）

ハロウィンおはなし会

1平和資料展（ＤＶＤ上映会）

サマースクール

ＤＶＤ上映会

1

1

1日図書館員

学級招待

23

実施日 園名 参加人数

5月16日 中央保育園 19

1

1

1

8計 3,052571

6月20日 未来保育園 24

6月26日 赤ちゃんの家いらは 14

5月21日 未来保育園 22

5月22日 赤ちゃんの家いらは 17

7月24日 赤ちゃんの家いらは 16

8月8日 中央保育園 26

6月27日 おおぞら保育園 13

7月11日 中央保育園 18

8月23日 赤ちゃんの家いらは 16

9月12日 中央保育園 20
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　　　　（イ）出張おはなし会（平良図書館）

活動日 対象団体名

　（４）移動図書館

　　①ステーション数

　　②貸出人数と冊数

10月17日 中央保育園 19

11月21日 中央保育園 19

計 278

参加数

4月10日 赤ちゃんの家いらは 49

12月11日 赤ちゃんの家いらは 13

2月5日 中央保育園 22

6月12日 赤ちゃんの家いらは 49

6月18日 入江保育所 35

5月8日 赤ちゃんの家いらは・入江保育所 81

6月11日 心愛保育園 58

7月10日 赤ちゃんの家いらは 49

8月14日 赤ちゃんの家いらは・入江保育所 79

7月4日 心愛保育園 65

7月9日 入江保育所 35

9月25日 つくし保育園 50

9月26日 赤ちゃんの家いらは 52

9月4日 入江保育所 34

9月11日 赤ちゃんの家いらは 52

11月13日 赤ちゃんの家いらは 53

12月10日 入江保育所 33

10月23日 赤ちゃんの家いらは 54

11月6日 入江保育所 30

1月28日 入江保育所 30

2月26日 赤ちゃんの家いらは 53

12月25日 赤ちゃんの家いらは 53

1月22日 赤ちゃんの家いらは 52

3月27日 入江保育所 31

計 1,156

2月27日 入江保育所 25

3月26日 赤ちゃんの家いらは 54

移動図書館名 種類 数 ステーション

みらい号
(平良館)

小学校 9
平一小・東小・南小・鏡原小・宮原小・西辺小・狩俣小・久松小・
宮島小

中学校 4 池間小中・狩俣中・来間小中・特別支援

その他 10
下地児童館・池間添児童館・佐和田児童館・宮古病院・德洲会病院
私立幼稚園（2園）・就労支援施設くこりもや・公設市場・イベント

小学校 4 西城小・福嶺小・砂川小・上野小

中学校 5

みらい号(平良館) 6,404 24,539

夢の光号(城辺館) 2,866 8,139

移動図書館名 貸出人数 貸出冊数

夢の光号
(城辺館)

西城中・福嶺中・砂川中・城辺中・上野中

その他 1 上野児童館

計 9,270 32,678
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　（５）施設等利用状況

　（６）蔵書統計

　　　①蔵書冊数

（　）内はみらい号蔵書数

　　　②資料受入数

　　　③雑誌・新聞種類

種 種

種 種

種 種

種 種

複写サービス　件数

4,63197 1,052 4,457 174

0 0 272 360 632

6 23 46 20

件　数 人　数

平良図書館 0 0 817

館　　名
集会室・視聴覚室 インターネット

利用人数

北　分　館 682 256 4,172

城辺図書館 617 495 224

合　計 1,299 751 5,213

区　分 平良図書館 平良北分館 城辺図書館 合計

一般図書 35,426 32,398 23,272 91,096

児 童 書 26,630 1,212 18,970 46,812

保育資料 124 0 52 176

ｱﾒﾘｶﾝｼｪﾙﾌ 538 0 0 538

郷土資料 0 0 0

雑　　誌 2,489 487 626 3,602

Ａ　　Ｖ 1,963 595 185 2,743

計
67,170

34,692 43,105 144,967
(11,093)

88 2,51830 767 2,430

寄贈 計 購入
区　分

平良図書館 平良北分館 城辺図書館 合計

購入 寄贈 計 購入 寄贈 計寄贈 計 購入

10 955

55 1,742 6

保育資料 1 40 41

33 1,90619 402 1,873

一般図書 3,492 77 3,569 10

ｱﾒﾘｶﾝｼｪﾙﾌ 0 0 0

0 8

3 9 737児 童 書 1,687

0 0

0 8 9 40 49

郷土資料 0 0 0 272 360 632 0

0 00 0 0

Ａ　　Ｖ 13 4 17 16 10 26 17

1 170 383雑　　誌 1,321 13 1,334 169
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6,514 189 6,703 473 374 9,8029,087 715

館　　名 雑　誌 新　聞

847 2,100 152 2,252計

城辺図書館 41 12

合　計 172 38

平良図書館 108 20

北　分　館 23 6
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